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午前１０時００分 開会 

  ─────────────────── 

開 会 宣 告 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 皆さん、おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員数は１４名です。定足数に

達しておりますので、会議は成立いたします。 

 ただいまから、令和６年第４回七飯町議会定例

会を開会いたします。 

  ─────────────────── 

町 長 挨 拶 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程に入る前に、今期定例

会の招集に当たり、町長より挨拶の申出がありま

すので、これを許可いたします。 

 杉原太町長、演台でお願いいたします。 

○町長（杉原 太） 議員の皆様、おはようござ

います。 

 本定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶申

し上げます。 

 本日は、令和６年第４回七飯町議会定例会を招

集申し上げましたところ、議員の皆様に御参集を

賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、このたび、七飯町出身でプロ野球選手と

して、１２年にわたり御活躍された北海道日本ハ

ンファイターズの元投手、鍵谷陽平さんに、町民

栄誉賞を贈ることといたしました。 

 町民栄誉賞は、２０１６年リオデジャネイロパ

ラリンピック陸上で銅メダルを獲得した辻沙絵さ

んに続き、２人目の受賞となります。 

 １２月１３日金曜日午後４時より、役場にて、

町民栄誉賞の表彰式を行います。 

 次に、本定例会に提出いたします議案は、同意

１件、条例の一部改正等の議案７件、指定管理者

候補者選定議案１件、指定管理者の指定事項の変

更議案１件、補正予算の議案６件の合計１６件で

ございます。 

 詳細につきましては、担当課長より御説明申し

上げますので、よろしく御審議いただき、議決賜

りますようお願い申し上げまして、挨拶とさせて

いただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 町長の挨拶を終わります。 

  ─────────────────── 

 日程第１ 

  会議録署名議員の指名 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員として、 

５番  川 上 弘 一 議員   

６番  佐々木 陵 二 議員   

以上２議員を指名いたします。 

  ─────────────────── 

 日程第２ 

  会期の決定 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２ 会期の決定を議

題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月１２日まで

の４日間といたしたいと思います。これに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、本日から１２月１

２日までの４日間と決定いたしました。 

 会期予定表は、お手元に配付のとおりでありま

す。 

  ─────────────────── 

諸 般 の 報 告 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） この際、諸般の報告を行い

ます。 

 地方自治法第１２１条の規定により、本会議に

出席を求めた説明員は、その職、氏名を印刷し

て、お手元に配付のとおりであります。 

 次に、閉会中の議会の動向については、議会動

向報告として、お手元に配付のとおりでありま

す。 

 また、町政動向報告についても、お手元に配付

のとおりであります。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 



 － 4 － 

  ─────────────────── 

 日程第３ 

  常任委員会報告 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第３ 常任委員会報告

を議題といたします。 

 民生文教常任委員会の報告を求めます。 

 池田委員長。 

○民生文教常任委員長（池田誠悦） 委員会報告

第１１号。 

 民生文教常任委員会報告書。 

 令和６年９月２７日、第３回定例会における議

決に基づき、当委員会の所管について調査した結

果を下記のとおり報告する。 

 令和６年１２月４日。 

 七飯町議会議長、木下敏様。 

 民生文教常任委員会委員長、池田誠悦。 

 記。 

 所管事務調査事項。 

 ・七飯町図書室及び七飯町社会福祉協議会の移

転について。 

 令和６年１０月４日、１０月２５日、１１月５

日、１１月１８日、１２月４日の５日間、委員会

を開催し、統括監（行財政改革担当）兼財政課

長、統括監(公共施設整備担当)兼都市住宅課長、

福祉課長、生涯教育課長の出席を求め、提出資料

に基づいた説明の聴取及び現地調査を行った。 

 １、調査の目的。 

 今後移転が予定されている、七飯町図書室及び

七飯町社会福祉協議会について、移転先の候補地

や移転後の運用について調査を行った。 

 ２、調査の方法。 

 七飯町図書室及び七飯町社会福祉協議会の移転

に当たって、移転先の改修内容や移転後の配置案

のほか、社会福祉協議会の設置根拠、必要な条例

改正を含めた移転までのスケジュールについて資

料の提出を求め、聴取を行ったほか、移転の検討

対象となる七飯町文化センター、役場庁舎分室、

七飯町水防センターの現地調査を行った。 

 ３、七飯町図書室の移転計画について。 

 七飯町図書室については、図書館建設も含めて

検討されていたが、他の事業との兼ね合い等から

建設の先送りが表明されている。 

 しかしながら、現在の施設は耐震性も確保され

ていないことから、町民が安心して利用できる施

設とするため、移転が必要な状況であり、移転先

として、町からは文化センターを活用した案が示

された。調査時点での配置図（案）は【図１】の

とおりである。 

 この配置に関しては、北海道立図書館の司書や

公立図書館の館長経験者など、図書館に精通した

方に視察してもらい、相談をした上で検討を行っ

たとのことであった。 

 移転後は、文化センター２階のエントランスや

ラウンジ、１階のギャラリーに本棚と閲覧スペー

スを配置し、また、児童の図書振興を図るため、

絵本の読み聞かせなどを行えるキッズルームを現

在の会議室に設置することを検討している。 

 移転後は、書架の冊数は、現在とほぼ同等とな

る見込みであり、閲覧の少ないものは閉架すると

するが、受付の近くに場所を確保し、要望に応じ

てスムーズに貸出しをしていくことを考えてい

る。 

 なお、移転に当たっては移転後の配置案を含

め、図書室の利用や図書事業に関する団体と協議

を進めており、おおむね理解を得られているとの

ことであった。 

 委員からは、１階と２階に配置することでの管

理上の問題や司書の配置、休日の貸出しについて

質疑があった。 

 それに対し、既存の監視カメラや職員による定

期巡回で対応すること、司書の資格を持った職員

の配置を検討していくこと、施設管理を行ってい

るシルバー人材センターで対応する旨の答弁が

あった。 

 調査の段階での今後のスケジュールとしては、

令和７年１月より移転についての周知を、広報誌

やホームページ等で行い、現図書室での貸出しは

２月末日をもって終了し、３月中旬から図書の移

動を始め、５月から文化センターでの図書室稼働

を開始したい考えであった。 

 また、必要な条例改正等とともに補正予算を提

案し、可決された場合は図書検索システムの導入

や備品の購入を行うとのことであった。【図１】
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は文化センター図書配置図でございます。参照し

てください。 

 ４、七飯町社会福祉協議会の移転計画につい

て。 

 七飯町社会福祉協議会は、社会福祉を目的とす

る事業の企画及び実施、社会福祉に関する活動へ

の住民の参加のための援助等による地域福祉の推

進を図ることを目的としている団体で、七飯町の

図書室と同じく本町地域センターに設置されてい

るため、移転が必要な状況である。 

 移転先として、町からは現在は七飯町森林組合

が使用している役場庁舎分室を事務室や会議室と

して、また、倉庫として鶴野会館を活用する案が

示された。調査時点での配置図（案）は【図２】

のとおりである。 

 役場庁舎分室は昭和５３年度建築のため、建物

内部では照明設備やトイレなどの改修、建物外部

では屋根塗装や外壁洗浄、職員駐車場の整備など

の改修が必要となる。また、現在は書庫として利

用されているスペースに、会議室や多目的スペー

ス、相談室の整備を検討している。 

 これまでは、老人クラブ連合会などに会議室の

貸出しを行い、その際には３０名を超える利用者

にも対応してきたが、移転後は会議室の大きさか

ら３０名を超える会議は行えず、また、駐車場に

関しても１４台ほどしか確保できないため、大人

数での会議等には貸し出せない状況となる。 

 このことから、施設も古く狭い役場庁舎分室で

はなく、七飯町水防センターを移転先として検討

できないかとの意見が委員から上げられた。 

 七飯町水防センターは平成２８年に建築された

ため、施設は新しいが、市街化調整区域と都市計

画法上で定められており、民間団体の事務所設置

は原則不可とされていること、施設整備に当た

り、国から交付された補助金の目的外使用となる

ことから、移転は難しい旨の説明があった。 

 社会福祉協議会との協議では、建物や駐車場が

狭くなることへの懸念が示されたが、会議室等の

貸出しについては、ほかの公共施設を活用するこ

ととし、事務室としての利用を主とすることでお

おむね了承を得ているとのことであった。 

 委員からは、駐車台数である１４人を超える会

議の開催回数や移転後に影響を受ける事業につい

ての質問があった。 

 それに対し、令和６年上半期の実績として２７

回の開催であった、福祉機器やチャイルドシート

などの貸出し機器を保管できていないため、影響

を受ける可能性はあるが、事前予約制に変更する

ことで対応することを社会福祉協議会と協議を

行った旨の答弁があった。 

 調査段階での今後のスケジュールとして、役場

庁舎分室において令和７年１０月からの社会福祉

協議会の開設を目指し、必要な条例改正等ととも

に補正予算を提案し、可決された場合は建物内部

及び外部の改修等を行っていく考えであった。 

 ５、まとめ。 

 七飯町図書室については、独立したキッズルー

ムを設け、開架数も現状を維持できるなど、限ら

れたスペースを有効に活用し、図書の振興を図る

意図が見て取られたことから、図書館が建設され

るまでの期間においては、示された案を基に更な

る図書振興が図られることを望む。 

 しかしながら、施設の狭さは否めず、町民がよ

り図書と触れ合うためにも、当委員会としては改

めて早期の図書館建設を求める。 

 七飯町社会福祉協議会においては、施設が狭く

なることから、これまでと同じようには会議室の

貸出し等を行えなくなるが、水防センターの活用

が難しい状況であり、町としても、ほかに適した

施設がないか検討した結果であることから、役場

庁舎分室への移転は致し方ないと考える。 

 図書室や社会福祉協議会に限らず、移転を予定

している施設については、利用者はもちろん、そ

こで働く職員にとっても使い勝手のよい改修を

行った上での移転を望んで委員会報告とする。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 以上で、本件は報告済みと

いたします。 

 委員長、お疲れさまでした。 

 以上で、常任委員会報告を終わります。 

  ─────────────────── 

 日程第４ 

  出納検査報告 

  ─────────────────── 
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○議長（木下 敏） 日程第４ 出納検査報告を

議題といたします。 

 監査委員の報告を求めます。 

 神﨑監査委員。 

○監査委員（神﨑和枝） 監査報告をいたしま

す。 

 １２月定例会に報告いたします例月出納検査に

つきましては、８月、９月、１０月分の３か月分

です。 

 ８月分につきましては、９月２５日、２６日、

２７日、３０日。９月分につきましては、１０月

２８日、２９日、３０日、３１日。１０月分につ

きましては、１１月２５日、２６日、２７日、２

８日、２９日に行っております。 

 会計課長及び上下水道課長より提出されました

諸帳簿類の額と現金及び預金等の金額が、釣銭を

除いた額と一致しており、計数上の誤りがなかっ

たことを御報告いたします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 以上で、本件は報告済みといたします。 

 監査委員、お疲れさまでした。 

 以上で、出納検査報告を終わります。 

  ─────────────────── 

 日程第５ 

  一般質問 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第５ 一般質問を行い

ます。 

 通告順に発言を許します。 

 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） 傍聴にお越しの皆様、動

画配信を御覧の皆様、ありがとうございます。 

 それでは、通告に従いまして、大綱２問、質問

を行いたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 １問目は、学校支援員の増員についての質問で

あります。 

 文部科学省は２０２５年度から、不登校の小中

学生向けに、学習支援員を新たに配置する補助費

用を、２５年度予算概算要求に計上いたしまし

た。 

 これは、学校やクラスに入りづらい子どもの居

場所づくりとして、補助の対象校を全国に３,０

００校を見込んでの予算計上とされています。近

年、特に不登校やひきこもりの数が全国的に増え

ており、その対策が急がれているが決め手となる

手段は明確にはなっておりません。 

 今回、文部科学省の考え方に基づく学校支援員

の増員が、不登校・ひきこもり対策として成果を

上げられる可能性は高く、当町での更なる増員に

ついて次の点について伺います。 

 １点目。最新の不登校とひきこもり者数につい

て。 

 ２点目。現在行われている町内での不登校とひ

きこもり対策について。 

 ３点目。現学校支援員の人数と活動内容、雇用

状況について。 

 ４点目。町内学校にある普通級以外のクラスに

ついて。 

 ５点目。校内教育支援センターについて。 

 ６点目。オンライン上で交流や学習することに

ついてお尋ねいたします。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（柴田 憲） １点目でございま

すが、いわゆる、ひきこもり者数という形での把

握はしておりませんので、不登校に関する文部科

学省の調査である児童・生徒の問題行動、不登校

等、生徒指導上の諸課題に関する調査により、御

答弁いたします。 

 令和５年度の不登校者数は、小学校及び義務教

育学校前期課程で４５名、中学校及び義務教育学

校後期課程６２名の計１０７名となっており、そ

のうち学校への出席がゼロ日であった者は８名と

なっております。 

 令和６年度は１０月末までの状況となってござ

いますが、小学校及び義務教育学校前期課程で３

８名、中学校及び義務教育学校後期課程４１名の

計７９名となっており、そのうち学校への出席が

ゼロ日であった者は７名となっております。 

 ２点目、５点目及び６点目は、併せて御答弁い
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たします。七飯町教育委員会では、教育支援セン

ター、レインボーを設置しているほか、町立学校

では大沼岳陽学校、鈴蘭谷分校を除く７校中５校

に、いわゆる校内教育支援センターが設置されて

おります。学校には行けるけれども、教室には入

りづらい児童・生徒の居場所として、教員や学習

支援員が学習のサポートや相談などを行っており

ます。 

 そのほか、各学校における取組として、毎週１

回以上の家庭訪問、学習用端末を利用したオンラ

インによる朝の会や、教室内で行われる授業への

参加などを実施しており、学校への出席が全くな

い児童・生徒につきましても、原則として１週間

に１回、訪問や本人への連絡などを行っておりま

す。 

 ３点目でございますが、現在、授業における学

習支援を行う学習支援員１１名と、日常生活上の

補助などを行う特別支援教育支援員１０名を、会

計年度任用職員として各町立学校に配置しており

ます。雇用状況につきましては、どちらも１日の

勤務時間が最大で５時間以内という勤務条件と

なっております。 

 令和５年度の実績では、学習支援員が１１名、

特別支援教育支援員が１０名となっており、計２

１名で２,６０８万７,８１４円を報酬として支出

しており、全額町費による負担となってございま

す。 

 ４点目でございますが、令和６年度１１月現在

の町立学校全ての特別支援学級の学級数というこ

とで答弁させていただきます。 

 特別支援学級の人数は、全て基準で最大８名と

されておりまして、小学校及び義務教育学校前期

課程では２１学級、中学校及び義務教育学校後期

課程では８学級、合計で２９学級となってござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） ありがとうございます。 

 １問目から再質問させていただきますが、町と

して調査しないということは、数字が出ているの

で特別おかしな状態ではないと思います。 

 考え方として、町が子どもたちの不登校、それ

からひきこもり、どう分けるかということはある

のですけれども、それを調査しないということは

何か理由があるのですか。それを押さえたから、

どうなるというわけでもないのでしょうけれど

も、普通に考えれば、普通に考えるという言い方

はおかしいかもしれませんけれども。夏休みが終

わると、学校に行きたくない子どもが増えてくる

ということは昔から何か言われているのですが、

そういうある程度の流動的な数を押さえながら、

どういう対応をしていくかということも必要では

ないかと思いますので、もう一度、町が押さえて

ない理由を御説明願いたいと思います。 

 それから２点目、５点目、６点目が一緒の御答

弁でした。３点を含めて、再質問させていただき

ますけれども。 

 私が聞いている範囲の不登校の理由ですが、ク

ラスに行きたくない、そういう子どももいらっ

しゃるようですが、どうも、この制度を間違って

理解している方がいるようにも思える節がある。

それは、確かに嫌だったら行かなくてもいいとい

う解釈ができる制度なものですから、学校行くよ

りは、家にいてゲームでもやっていたほうがいい

なと思っているお子さんもいるようなのですが、

そうなってくると本当に、この対応の仕方は難し

いと思うのですけれども、１週間に１回程度、連

絡を取り合っているということなのですが、無理

に学校に行かせることは、かえって悪い方向に行

くという分析もあれば、やはり、集団で生活をす

ることに慣れさせておいたほうが社会に出たとき

に対応ができるという考え方もある。 

 この二極の考え方に対して、現場ではなかなか

対応しきれない状況だと思うのですが、この辺は

例えば、今回は学校支援員の増員ということで質

問しているわけですけれども、教員、それから支

援員、こういう人たちと、教育委員会は、どうい

う情報交換をして、どういう対策をするのがいい

のかということをやっていらっしゃるのかどう

か、これについて再質問させていただきます。こ

れをやれば絶対だということは、まずないでしょ

うから、いろいろとトライアルしてみると。それ

から対応する子どもたちによっては当然それもま

た違ってくると。ですから、いろいろなことをや
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りながら、その子に合った一番いい方法を求めて

いくという非常に厄介なことなのですが、子ども

にとっての将来を考えれば、できるだけ、教育委

員会、学校が一体となって、よい対応策を導いて

いただければと思いますので、もう少し答弁をお

願いしたいと思います。 

 それと特別支援級、これが今、２９学級です

か。町内にある学校の教室数を考えていくとオー

バーしています。だから、一教室の中を、私の知

る限りで一番多いところは、３つに分けて対応し

ているとか、学校側が相当苦労なさっているとい

うことがあるのです。 

 これ、ちょっと２点に分けてお聞きしたいので

すけれども。そういうふうにクラスを仕切って

やっていらっしゃる学校と、そうしなくても、ま

だ余裕のある学校はあるかと思うのですけれど

も、もし、あるのであれば、例えば大沼地区では

年に４,０００万円くらいかけて、スクールバス

を配置しています。このスクールバスが、例えば

教室があふれている、そういう子ども、本人もし

くは親の承諾を得た上でですけれども、教室に余

裕のあるところに行って、そっちで授業を受ける

とか、そういうことは、まず一つ考えられないの

かどうか。狭いところで無理にやっていくことが

いいのかどうか。 

 それと、支援員の方が最大、今、２１人と、

２,６００万円くらいの予算計上している。今回

の、文科省の、国が３分の１、道が３分の１、補

助金が出るという考え方、これ、七飯町に当ては

まるのかどうか。まず、それについてもお伺いし

たいと思います。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（柴田 憲） それでは順次お答

えしてまいります。 

 まず、ひきこもり者数の把握を、なぜしていな

いのかというところでございますけれども、今現

在、私どものほうで把握している学校に出席して

いるゼロ日しか出席していない子どもたちについ

て、まず緊急的な対応、福祉的な対応は不要とい

う形でお聞きしております。つまり、学校のほう

と家庭のほうで連携をして把握している人数とい

うことでございます。 

 ひきこもり者という捉えとなりますと、なかな

か社会福祉的なこともございます。学校として

は、あくまでも、学校に来ない日数を基に子ども

たちを把握しておりまして、その中で各学校の先

生方が、保護者の方や本人とお話しをしながら、

不登校、学校の在り方等についてお話をしている

ようなところでございますので、個別のなかなか

様々な状況がございますので、そこに都度対応し

ているというところでございます。そういうこと

で、ひきこもり者という捉えでの捉え方はしてい

ないということで、御理解をいただきたいと思い

ます。 

 次、不登校の理由がいろいろございます。学校

に行かなくてもいい風潮というものもございます

し、当然、学校に行けば、行ったほうがいいとい

うような考え方がございます。 

 どう考えているかということでございますけれ

ども、こちらのほうは、やはり、国のほうで平成

２８年に初めて、学校の不登校の考え方が改めて

示されたこともあって、以前より休みやすくなっ

た風潮は確かにございます。国の調査でも、そう

いったことが社会的に浸透してきたからではない

かという要因も示されているところでございま

す。 

 例え話ですけれども、学校の勉強を一つとって

みても、みんなと一緒に勉強するということと、

またもしくは例えば図書館などで１人で勉強する

ことで、競い合うことで頑張るタイプの子どもも

いれば、１人のほうが集中できるタイプ、向き不

向き等もございます。 

 ただ、七飯町教育委員会としては、学校は勉強

だけではなくて、例えば、友人たちと時間を過ご

すことで自分の意思を相手に伝える、相手のこと

を理解するといった社会性を学べる面があると

思っております。学校には学校のよさがあると考

えておりますので、そのためには、みんなが行き

たくなるような楽しい、魅力ある学校づくりをし

ていきたいというものが思いとしてございますの

で、そういった形で校長会等ともお話をさせてい

ただいているところでございます。 

 そんな中で、教員と、例えば、支援員との連携

をしているのかというお話でございますけれど
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も、うちの支援員は、先ほど学習支援と特別支援

教育支援員とございますけれども、基本的に子ど

もに向き合うような形、子どもの支援をするよう

な形でございます。特に、不登校に専任というわ

けではございませんけれども、当然で、学校の先

生とは、そういったいろいろな子どもたちとの情

報共有を図っておりますし、そういったことでは

教員と連携をして取り組んでいるというところで

ございますけれども、基本的には授業中の子ども

の困り感や特性を持った子どものフォローという

ところに当たっているということを御理解をいた

だければと思います。 

 あと、特別支援級の増加についてでございます

けれども、近年、最近では増加数にはある程度横

倍ぎみといいますか、ただ１０年前と比べて非常

に学級数増となっておりまして、当然、七飯町の

学校は築年数を考えますと、当時、特別支援の学

級数がここまで大きく増えるということを想定し

ていなかった状況の建物もございます。 

 そういう中、例えば広い教室を仕切って区切っ

て、パーティションとかで区切って授業を行って

いる例もございます。ちょっと私の今、手元に、

どの学校が区切ってあってという建物の状況が

ちょっとデータとしてはございませんけれども、

ただ、特別支援教室につきましては、決して狭い

ところに無理やり、子どものお子さんが、そこで

授業しているということはございません。子ども

もいろいろな特性がございますので、それぞれ

パーソナルスペースをつくったり、いろいろな

クールダウンのスペースをつくったりということ

で、いろいろな、部屋を区切ったりということも

しておりますけれども、必要な場合は、これまで

も私どもの補正をさせていただいて、改修等を

行っておりまして、随時、最低限と言いますか、

子どもたちが快適に過ごせるようにはしておりま

す。 

 ただ、実際、教室を区切っているということは

事実ですので、今後、今現在も行っていますけれ

ども、例えば大規模改修時期には、そういった学

校の意見とか現状を踏まえて、合わせた形での改

修等を行っていきたいということで考えてござい

ます。 

 あと、スクールバスを利用できないかというこ

ともございましたけれども、こちらは魅力ある提

案だとは思うのですけれども、なかなかやはり移

動時間を考えると、なかなか、まず厳しい面、あ

と、やはり、特性を持った子どもたちが多くござ

いますので、なかなか環境が変わるという面を、

そこら辺の対応がなかなかちょっと、私の考えで

はありますけれども、なかなかちょっと厳しいの

かということで、そういったことも踏まえて、対

応できればよろしいのですけれども、ちょっと今

現在としてはちょっと、スクールバスの移動での

対応は、現在考えていないということで、御理解

をいただければと思います。 

 あと、国庫補助の件でございますけれども、当

然、現在、支援員とか校内教育支援センターのほ

うは我々で整備を行っておりますけれども、当

然、補助制度が合致するものであれば、その辺は

活用して検討してまいりたいと考えてございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） ありがとうございます。 

なかなか、千差万別、いろいろなお子さんがい

らっしゃって、その状況も違う、家庭環境も違

う、そういう中で、社会性を身につけられる期間

というものが、この小中、岳陽学校含めての９

年、これにかかっているわけです。この９年の成

果が、例えば、町の将来を左右する。こういう大

きな目標で考えたときに、できるだけのことをし

てやるということは非常に大事だと思います。 

 やはり、子どもたちは、小学校の１年生といえ

ば、六、七歳ですか。そのくらいから、９年間、

いろいろな人のお世話になるという実感をたっぷ

り身にしみて、１５歳くらいになったときに、こ

の町のために頑張ろうという意識につながるよう

な支援をしていくことが一番大事だと思います。 

 支援員を実際現場では、まだ増やしてもらいた

いと言っている校長先生もいらっしゃいます。実

を言えば、先生たちが、かなり大変だと。教員の

成り手も少ないし、生徒の数は、今のところ七飯

町は減っていない。この先は減ってくるから、少

し楽になるかもしれませんけれども、とりあえず
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今はいっぱいいっぱいだとおっしゃっている方、

多いです。ですから、子どもの支援という考え方

見方が一つありますが、教員の支援、教員同士の

情報共有、先ほどもちょっと聞きましたけれど

も、こういうことに時間を割いて、支援員、教

員、それぞれ得意分野、それから性格的なことも

あって、子どもたちに、変な言い方ですけれど

も、受ける先生と、そうでない先生とかもあるか

と思います。それが原因で教室に行きたくないと

いう生徒もいるのかもしれません。その辺はどう

考えていくかなのですが、流動的にいろいろ試す

機会、例えば、教室移ってやるとか、先生が替

わってみるとか、ＩＴとかＡＩとか、そういうこ

とが得意な先生と、あまり得意でない先生が組ん

で、子どもたちに楽しいプログラムを提供すると

か、そういう試行錯誤を繰り返していくことに、

もう少し考え方、さらにはその予算、もう少し支

援員を増やして、子どもに町の将来を託すという

考え方を持てないか。これは町長、教育長の考え

方にかかってくるわけですけれども、私は建物と

かにお金をかけるのであれば、子どもたちにいっ

ぱい、時間と予算をかけるべきだという考えで、

質問していますので、ちょっと何か答弁できるこ

とがあれば、もう一回お願いしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（柴田 憲） 今、議員おっしゃ

るとおり、義務教育学校の９年間というものは、

子どもたちにとっては長い時間であり、大切な時

間であると、そういうふうに考えてございます。 

 そういう思いもございまして、七飯町教育委員

会では、例えば通常学級にいますけれども、なか

なか学習面で分からないことがあったり、そう

いった子ども、もしそこで分からないことがあれ

ば、分からないまま授業が進み、つまらない。つ

まらないということは、学校に行きたくないよう

な形につながることも考えられますので、そう

いった子どもたちへの支援ということで、学習支

援員を配置してございます。 

 同時に、特別支援でも特性を持ちながらも、普

通学級で頑張っているお子さんもいらっしゃいま

す。ただ、どうしてもおぼつかないところがあっ

たり、どうしても特性上の不安や、そういったも

のも感情とか、そういった面もございますので、

そういった面の介助、フォローするために特別支

援教育支援員を配置しているところでございま

す。 

 こちらのほうは、当然、担任の先生とか校内の

ほうでも連携しているところでございます。特に

特別支援につきましては、学校の先生方や特別支

援の校内でチームを作って、決して一人一人が個

別に対応するのではなく、チームでいろいろそう

いったことを、研修も含めて頑張っているところ

でございます。 

 ただ、支援員さんを増やしてほしいという声

は、当然、私どもも耳に入ってございます。子ど

もたち、それだけ手がかかるわけですから、そう

いったことは、当然そういうお話も聞いておりま

す。ただ、今、私どもでこれだけの人数を雇用し

ておりますけれども、なかなか、応募者も、要資

格者ということで、なかなか、実際、応募が殺到

という形にはなかなかなってございません。面接

のときに、最終的に御遠慮というか、諦めていた

だく方もいらっしゃいますけれども、なかなか、

人員の確保という面では難しいと思っておりま

す。 

 予算のほうも、いろいろ何かを増やすために

は、何かを削らなければいけないという面もござ

いますので、私ども決して増やしたくないとか、

増やしたい気持ちは重々あるのですけれども、そ

の辺は、そういったことをバランスよく考えなが

ら、七飯町内の支援員の配置については、近隣で

も決して劣っているというか少ないほうではない

と。ちょっと今は数字的なものはございませんけ

れども、決して手薄くはないと考えておりますの

で、そういったことも考えながら、現場とも相談

して対応してまいりたいと思ってございますの

で、御理解をお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 教育長。 

○教育長（俉楼 司） 私からも御答弁させてい

ただきたいと思います。 

 今までの対応については、担当課長のほうから

お話し申し上げました。議員おっしゃるとおり、

やはり今、学校現場でも様々な課題を抱えたとい
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うか、そういう子どもたちの数が多くなっている

ということは実際でございます。その中で、学校

また教職員の方々が一生懸命頑張っていただい

て、今やっているということも現状でございま

す。 

 今まで七飯町としても、今申し上げましたとお

り、学習支援員、特別教育支援員２１名というこ

とと、あとは学校の中でも支援員さんと先生方、

また校長、教頭また養護の先生とかによる学校内

でのチームを作ってやっていることも現状でござ

います。その上の教育委員会においても、レイン

ボー、教育支援センターの支援員、校長先生の経

験者２名と、学校教育指導主事、こちらも校長先

生の経験者２名、また学校教育課の担当職員が連

携をして、今そのような授業に当たっているとい

うことでございます。 

 あとは現状で、なかなか足りないという、学校

の現場でのお話はございましたけれども、今の交

付金で対応可能かどうかということは、研究させ

ていただくということとともに、今ある数の問題

なのか、支援員さんの数が多ければ多いほどいい

と思うのですけれども、そのほかにでも、例えば

スクールカウンセラーだとか、スクールソーシャ

ルワーカーって、今、全国的に、そのような方た

ちも必要ではないかというようなものもございま

すので、その中で七飯町の子どもたちにとって何

がいいのかということを考えて進めてまいりたい

というところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） ありがとうございます。 

 今回の文科省の補助対象というのですか。今、

教育長がおっしゃいましたように、スクールカウ

ンセラーの配置充実、スクールソーシャルワー

カーの配置充実、こういったものも全部その補助

の対象項目に入っています。うちは確かに、函館

の人からもよく言われるのですが、七飯町は支援

員が本当に多くてうらやましいと言われているこ

とも事実であります。数の問題だけではありませ

んけれど、前から一生懸命やっていたということ

は、それは評価に値することだと思うのですが、

それで十分かと言われれば、まだまだ本当に面倒

な問題かと思いますので。 

 そこで、ちょっとすみません、戻るような質問

になりますけれども、校内教育支援センターにつ

いての御答弁では、レインボーさんが受けてやっ

ているという御説明でしたけれど。これって

ちょっとすみません、不勉強で。各学校の中に支

援センターという組織を置いているわけではなく

て、これはレインボーさんが極端な話、請け負っ

てやっているような形になるのですか。ここを

ちょっと教えていただきたい。 

 それは、例えば、一つの学校に何人か支援の先

生たちがいらっしゃれば、先ほども校長、教頭そ

れから教員含めて、支援者さんたちといろいろな

打合せをしながら対応しているという御説明でし

たが、各学校というものも一つの単位でしょうけ

れども、６点目でお聞きしましたオンラインの交

流学習の利用で言えば、例えば違う学校同士でい

ちいち行かなくても、テレビ会議みたいに、Ｚｏ

ｏｍみたいな形で、うちの学校でこういうことを

やったら、こういういい結果が出たとか、そうい

う情報共有なんかもやっていらっしゃるのか、

ちょっとそこの追加の質問をお願いしたいと思い

ます。 

 それと、支援員さんの働き方についてちょっと

お聞きします。大体、七飯町の場合は知る限りで

は、小学校の支援員であれば小学校だけで終わっ

ていると思うのですが、小学校も中学校も掛け持

ちするような支援員がいるのか。それから、例え

ば科目によっては、そういう、先ほども聞きまし

たけれど、得意な先生というか、子どもと波長が

合うそういう支援員さんがいらっしゃったら、ほ

かの学校まで出向いていく、それは小学校、中学

校に限らず、そういう自由な対応ができる組織運

営体制になっているのかどうか、この点について

御答弁お願いします。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（柴田 憲） それでは順次お答

えしてまいります。 

 すみません。ちょっと私の御答弁で、勘違いさ

れたかもしれません。七飯町としては、まず、七

飯町全体の、例えば学校にちょっと行くことがで

きない子どもたちのために、教育支援センター、
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レインボーを設置しております。そのほかに、学

校で校内教育支援センターというものが設置され

ております。 

 校内教育支援センターの設置というと、ちょっ

とあれなのですけれども、言い方を変えると、い

わゆる別室登校の場所でございます。こちらは、

様々な、学校によっていろいろな名前をつけてお

りますけれども、調査上では、これがいわゆる校

内教育支援センターという表現になっております

ので、各学校で、校内教育支援センター、いわゆ

る学校になかなか教室に入ることができない子ど

もたちのフォローを、そこで行っているというと

ころでございます。 

 そこにつきましては、先ほどの、うちのほうの

配置している支援員さんも対応しているときもあ

りますし、それぞれ、手すきの先生が対応してい

たり、管理職の方が対応していたりということ

で、各学校で対応しているということになってご

ざいます。 

 情報共有、学校間でしているのかというところ

でございますけれども、今、我々のほうで、学習

端末を先生に全て行き渡っておりますので、そう

いった中で、いろいろな情報共有はそれぞれ先生

方が、グループごとに作って、例えばチャット等

で行ったり、連携等を行っているところでござい

ますし、私どもも、校長会、教頭会で情報は共有

させていただいております。 

 また、例えば特別支援については、教育支援委

員会という集まりがございますので、そこでいろ

いろな特性を持った子どもたちの判断をしている

ところでございますけれども、ここにも、全学校

の管理職が対応しておりますし、下の専門委員会

というところでは各現場の先生方がおりますの

で、そういったことでつながっているところでご

ざいます。 

 次に、小中で支援員の連携がされているかとい

うところですけれども、私ども、小学校、中学校

にそれぞれ配置しておりまして、基本的にはその

学校に配置という形になってございます。大沼岳

陽学校は義務教育学校ですので、配置はしており

ますけれども、当然そこは小中の前期後期の中で

対応しているという形になってございます。 

 ただ、小学校、中学校につきましては、それぞ

れ小学校と中学校に配置して、基本的にはそこの

自校の子どもたちに対応するという形になってお

りまして、こちらは本人の持っている資格条件の

免許等もございますので、当然、免許とか、前

職、前歴等を加味しながら、各学校にそれぞれ適

した場所に配置をしているところでございまし

て。こちらは決して固定化しているものではござ

いませんので、年度内の異動は基本的にないです

けれども、年単位での異動とか配置替えは、本人

の希望とか、そういったものを含めて、学校との

マッチング等も含めて対応しているというところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） すみません。最後に一点

だけお聞きしたいのですが、この支援員になるた

めの資格は前にも聞きました。 

 基本、教員免許をお持ちの方ということがメイ

ンだということでしたが、持っていなくてもいい

という、たしか、表現も含まれていたと思うので

す。専門的な何か、子どもたちに役に立つような

ものを持っていればという。ここなのですけれど

も、支援員を募集したら、ちゃんと来ているので

すか、まず。募集に満たないような状況なのか、

それから、例えば資格の話に戻りますけれども、

募集の仕方が、支援に情熱を持っている方、そう

いうことで募集して、なるべく子どもたちに、い

いものを提供できる、そういう支援員さんを集め

るということも一つの手かと思うのですけれど

も、その集め方と、あと、教育長にもう一度お伺

いしますが、今、２,６００万円の予算を組んで

いらっしゃると。これで、もう少し増やす気はな

いのか。どういうことに、その予算が幾ら必要な

のかって、これは難しいです。難しいですけれど

も、やはり、子どもたちに投資をするという考え

方であれば、もっともっと、ここに予算を振り分

けてもいいのではないかと思うのですけれども、

この点だけ質問して終わりたいと思います。お願

いします。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（柴田 憲） それではお答えし
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てまいります。 

 まず、支援員の資格というところでございます

けれども、まず、人数が満たしているのかという

ところでございますけれども、先ほど御答弁した

とおり、一応、募集人数を上回った応募はあると

いうところでございます。私たちも、ちょっと心

苦しいのですけれども、面接を行って、資格や前

歴とか、そういったことも、あと、面談で人柄等

もお話しさせていただいて決定しているというと

ころでございます。 

 資格も、一応細かくは書かれておりますけれど

も、ただ、常勤、いわゆる教員免許所有者とかさ

れている中で、例えば、知識・技術の保持者とい

う例外といいますか、そういった条件も記載して

おりますけれども、基本として、この資格保持者

を雇用しているところでございます。 

 ちょっと１名だけ、今現在、別資格をお持ちの

方がされていますけれども、そちらは私どものほ

うで別資格のほうと、あとプラス、その方はたま

たま同じ学校の中で、校内別業務をされていた、

北海道のほうで別業務をされていたということで

ございますので、こちらのほうは学校、子どもた

ちにも慣れて、子どもたちのことも把握してお

り、本人も小学校についての学習支援は全く問題

ないということで、私どものほうでそういったこ

とで採用しているということでございますので、

御理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 教育長。 

○教育長（俉楼 司） 最後に、予算の関係で支

援員を増やすのかどうかという御質問でございま

す。 

 我々、今も、学校を支援するということで支援

員２１名を配置しているということでございま

す。ただ、今までの議論の中にも、これで十分な

のかということでございます。そこは、今使える

予算の中で、最大限努力をしているというところ

でございます。また、人数なのか、また組織的

に、新たな今の支援員でなく、専門的な資格を

持った方たちのサポートがより必要なのかという

ようなところもあるとは思います。 

 子どもたちが、不登校を解消するというか、学

校に行けるようになる、学校ではなくても、学習

をできるような環境をつくるために、どのような

方たちの協力を受ければ、あれば、七飯町とし

て、子どもたちが安心して学校活動とか学校以外

のところで、学習をできるような状況をつくり出

せるかというところであると思います。 

 一つ、予算の関係ですので、あれもこれも増や

したいということには、なかなかならないと思い

ます。増やした分、どこかで削っていくというこ

とが必要になってきますので、今なかなかお約束

はできませんけれども、一つとして交付金の活用

ができるかということがあると思います。 

 ただ、この交付金を活用しても、将来的にずっ

と、国の交付金がつく可能性もあるかないかも、

視野に入れながら、なければ、その単独費を持っ

て事業を進めていくということにもなってくると

思いますので、そこら辺を検証しながら進めてま

いりたいと思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 暫時休憩いたします。１１

時１５分再開いたします。 

午前１１時０１分 休憩 

───────────── 

午前１１時１４分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 青山金助議員から本日の会議を早退する届出が

ありました。 

 引き続き一般質問を続けます。 

 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） それでは２問目に移りま

す。 

 社会教育施設整備検討委員会の検討取りやめに

ついての一般質問です。 

 体育館、図書館、プールについて、社会教育施

設整備検討委員会で昨年より検討を重ねてまいり

ましたが、本年１月当初の検討内容から図書館と

プールを外し、体育館の検討のみを行うこととい

たしました。当初からの検討内容が変更された後

でも、その一部だけについて検討を続けることに

違和感を感じている町民の方も多く、町側からの

体育館建設に関する提案内容についても、条件が
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狭すぎる、検討の余地が少ない、こういった声も

上がっております。 

 途中で計画変更された理由が、財源不足なので

あれば、財源に見合った検討から始めるべきで、

体育館の新設を前提とし、その必要な機能に関し

た検討ばかりが行われていることは全く的を射て

いないものであると考えます。 

 また、緑の基本計画において、都市計画区域に

おける令和元年度現在の公園面積は令和２２年整

備目標値の６４％しか確保できていない現状であ

り、パブリックコメントを実施した案では、実質

的に公園面積を更に減少させるものであります。 

 少子高齢化社会に突入し、町民が安全で快適な

生活を送るために、都市公園は必要不可欠な存在

と考えられ、増設こそあれ、削減など、当町では

あってはならないことと思われます。 

 財政面から将来を見据え直し、その上で多くの

町民の要望に応えられる公共施設建設を改めて考

え直すべきであり、現検討委員会で行われてきた

協議を一旦白紙に戻す考えがないかお伺いいたし

ます。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（磯場嘉和） 町スポーツセン

ターは昭和４８年に建設され、耐震性に不安を抱

え、設備の老朽化も進み、新体育館の早期整備が

求められております。 

 社会教育施設整備の検討については、第５次七

飯町総合計画に位置づけられており、基本構想、

基本計画について、検討委員会において、御議論

いただき、さらに先般、住民説明会を開催し、広

く御意見をいただいたところです。 

 住民説明会では、老朽化が進んでいる体育館の

建て替えには反対しないものの、本町見晴公園の

一部を活用する建設場所や、財政負担を心配する

御意見をいただきました。まちづくりの観点や、

本町見晴公園と体育館の一体整備による財政負担

の軽減などを踏まえ、公園敷地の１７％程度を利

用した整備案が最適との考えをお示ししました

が、公園の保存を望んでいる方々、体育館の建設

を望んでいる方々、双方が１００％賛同できるも

のは容易ではないと感じております。 

 町としても、少子高齢化社会の中、住民の憩い

の場となる公園や、健康の維持増進に貢献する体

育施設は、どちらも必要不可欠な存在と考えてお

り、今後、基本設計の中で公園と体育館の融合を

図り、公園の保存を望まれている方々にも、体育

館の建設を望まれている方々にも、御理解いただ

けるようなトータルデザインをお示しし、財政面

からも、将来負担を極力抑える補助金の活用な

ど、多くの町民の要望に応えられるような体育

館、公園整備を目指してまいります。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） 今回の質問は、ただ一

点、白紙に戻せないかということに対しての明確

な御答弁はありませんでした。強いて理解をすれ

ば、現状のまま続けるという御答弁だと解釈をい

たします。 

 ここで、さらに再質問を続けていくわけです

が、社会教育施設、こういったものが、どういう

ものなのかということをちょっと調べましたら、

社会教育とは、学校教育法に基づいて行われる教

育活動を除き、青少年や成人に対し、組織的に行

われる教育活動です。体育やレクリエーションな

どの活動も含まれます。 

 社会教育の具体例としては、次のようなものが

あります。例えば、公民館や少年自然の家などの

公的な施設での講座、大学等で行われる公開講

座、民間で行われる通信教育、カルチャースクー

ル、こういったもの、要するに、建物を言ってい

るのではなくて、建物をどう利用するかというこ

とが、この説明には書かれていましたので、これ

が合っているかどうか。ちょっと調べれば、いろ

いろなことが出てくるかと思うのですけれども。 

 社会教育の役割には、地域づくりや、学習した

成果を地域に還元することなどがあります。社会

教育の目的としては、公共の精神に基づき、主体

的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態

度を養うことが掲げられています。 

 今回、体育館、図書館、プール、前々から図書

館を造ってほしいという声は、東北の震災の前の

年に、私が、前町長に一般質問しました。そのと

きには、前町長は、自分の任期内に、いろいろな

ことに着手したいという答弁があったのですが、

東北の震災が起こり、それで図書館は、しばらく
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先送りしたいと、まずは学校の耐震化を進めると

いうことで、今日まで来ています。 

 現町長、就任されたときに、まず掲げたもの

が、この社会教育施設の整備検討委員会を作っ

て、それで体育館、図書館、プール、このときに

は、どちらかというと図書館を目指すと我々は感

じていましたが、今年の１月には、ファミリース

ポーツセンター、こっちを立派なものに建て直し

ていきたいという方向転換になったと。それま

で、約１年近く、協議会の検討委員会のメンバー

さんは、図書館を含めたまちづくりをいろいろ検

討したと。現地の視察も行ってこられたと。それ

がすっかり、形を変えてしまって、今は、見晴公

園が潰れる可能性まで出てきていると。 

 そこで、再質問させていただきますけれども、

例えば、お金をかけることを、どこまで許容する

かという前提を、これは町民に対して示すべきで

はないですか。結局、体育館はやるけれども、図

書館、プールは先延ばし。その理由は、長寿命化

工事だとか、いろいろな、エアコンの設置だとか

予算がかかると。それで、そっちまで手が回らな

いという御説明でしたが、それであれば、この範

囲であれば、こういうことができるということ

を、もう少し町民に分かりやすく説明しなけれ

ば、なかなか理解を得られないのではないかと思

います。 

 どちらかというと、ファミリースポーツセン

ターは確かに古い。これはもう、町民みんなが

知っているし、耐震性能も持ってないということ

です。ただし、七飯中学校ですとか、七重小学校

は、耐震の足りない分を補強して、長寿命化計画

をやったわけです。 

 例えば、このファミリースポーツセンターも、

耐震補強をして増改築をすると。一番困っている

ものはシャワーだとかトイレだとか、これが非常

に不便だという声が大きいです。例えば、そうい

うところを重点的に、今風の使いやすい、なおか

つ、災害が起きたときにも使えるような施設に増

改築するという、まず一点あってもいいのかと

思ったのですが、いきなり２倍近い建物を造ると

いうアイデアが最初に上がってきたと。それか

ら、場所の選択肢も何点かありましたが、結局す

ぐここに絞られて、ここについてやるためには、

見晴公園が削れていくと。それは補助金もらうと

か、いろいろな理由があるのですけれども。 

 白紙に戻して立ち返る考えはないかという質問

ですけれども、もう少し、スタート時点で、どう

いうことができるのか、優先すべきことは何なの

かということを考え直していただきたい。 

 例えば、図書館もスポーツセンターの改築も一

緒にできるアイデアを考えられないものなのです

か。そのためには、できるだけ工事費を抑えると

なれば、今も言いましたが、耐震補強をして長く

使えるやり方だって、それも選択肢の一つだと思

います。公園を潰さなくて済む。そういう設計を

する。もしくは、もう思いきり、これから１０年

２０年、大きな公共施設はもう造れない。造れな

いけれど、今しっかりしたものを造るのだと。そ

れが、町民の方の理解を得られるのであれば、そ

ういうものを目指す。 

 ここがですね、今はっきりしてないのです、失

礼ですけれども。もうちょっと、みんなが分かる

ような説明が足りてないということで、今回一般

質問をしていますので、傍聴の方もたくさん見ら

れています。町長のほうからはっきりと、どうい

う町としての方針でいくのか、それを御説明願い

たいと思います。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（杉原 太） ただいま、平松議員からお

話がありましたけれども、図書館とスポーツセン

ター、図書館のほうは、皆さんが大分要望が強い

ということで、私も町長就任時に、これまで、図

書館と歴史館が、どちらを優先にするかというよ

うなときに、歴史館を先に建てるということで、

歴史館ができたわけです。平成１０年ぐらいで

す。そして、実はそのときに、歴史館の次には図

書館だという「文化の森」構想という中で、以前

あったのですが、それが、歴史館が終わった時点

で、有効な社会教育施設の整備の補助金が、国の

ほうから、それがなくなったというようなこと

で、それで、次の段階での図書館に進めなかった

という断念したということを聞いております。 

 そして、先ほど議員がおっしゃったように、前

町長につきましても、そういう意をくんで、でき
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れば、図書館を進めていきたいというお話があっ

て、総合計画には必ず図書館の整備を載せて、こ

れまでも来ておりましたし、第５次総合計画、今

現在の第５次総合計画の中でも、後期のほうに載

せた上で、図書館の部分も進めていきたいという

考え方であったのですけれども。 

 それで令和５年に、私が就任して１年後に、老

朽化した体育館と図書館を、ぜひ、これまでもそ

うやって、そういう考え方を、私も引き継いでき

ましたので、何とかできないかというようなこと

で、建設委員会、計画をつくるに当たっての中に

は、図書館と体育館を併せて、社会教育施設整

備、このタイミングで進めていきたいという考え

方で進めて、スタートを切ったのです。 

 ところが、何かかんか、そういう大規模災害だ

とか、あるいは今回はコロナ禍によって、３年間

の苦学の時代、そして、また社会情勢、国際情勢

が変わったということで、今現在進めている、中

学校の長寿命化だとか、あるいは猛暑によるエア

コン設置だとか、そういう部分で、想定外の支

出、予算がかかるということがあって、現在利用

している老朽化した建物について、優先して進め

させていただきたいということで、新設の建物に

ついては、大変申し訳なかったのですけれども、

図書館については先延ばしということで判断させ

ていただいて、今現在、体育館に絞って、基本構

想、基本計画を進めてきているという状況になっ

ております。 

 議員がおっしゃるとおり、長寿命化、耐震化と

いうお話もありますけれども、既に、施設自体は

５０年くらい経過しているということで、耐震も

ない、それから施設の老朽化も激しいという意味

では、このスポーツセンターにつきましては、建

て替えをするしかないと考えておりますし、やは

り七飯町で暮らす方々の、生きていくというか、

生きがいとして、少子高齢化の時代を迎えてきて

いますけれども、いつまでも文化と芸術、スポー

ツに触れて、可能な限り、健康寿命を生かして、

元気で過ごしていただきたいという思いと、それ

から子どもたちの、これからのそういう夢や希望

を持って活躍できるような場を提供して、もちろ

ん、建物だけではなくて、そこには、生涯教育と

社会教育というような形のソフトが充実していか

なければならないと考えております。 

 その上で、このたび、体育館に絞り込んだ形

で、スタート時は図書館、体育館、プールだった

のですけれども、その中で、今先に説明したよう

に、体育館に絞り込んで、基本構想、基本計画を

進めていきたいという考えの中で、建設する候補

地の選定におきましては、見晴公園の周辺の方々

には、ちょっと説明の不十分さもあって、御迷惑

をかけたという部分に関しましては、私も大変反

省をしているところでございまして、七飯町の都

市公園は確かに少ないという部分もございます。 

 その都市公園を生かした形の中で、体育館も一

体的な形の中で融合した形で、整備を進めていき

たいと考えておりますし、この周辺も、市街化区

域内の部分に関しましては、今後の人口現象も含

めますと、きちんとしたコンパクトシティといい

ますか、住環境を、市街化区域内に集積したよう

な形の中で、公共施設もまとめた形で、将来の七

飯町の人口規模に合ったという形で進めていきた

いと考えておりますし。あくまでも、七飯で暮ら

されている皆さんにとって、そういう生活の一部

となるような、通いやすい場所で、しかも公園と

一体となったような形の中で、一体整備できるよ

うな、そういう融合といいますか調和、調整がで

きれば一番いいかなと考えております。 

 現体育館のほうは、現状、もう５０年たちます

けれども、中の施設も、それこそ、各種スポーツ

に沿った、コートの大きさだとか、そういうもの

が、今の時代の規則、ルールに合っていないとい

うこともございまして、決して、隣の市のような

大きなアリーナというものを建てるわけではなく

て、普段、町民の皆さんが、きちんとしたルール

の中で、そういう各種スポーツができるような

コートを、きちんと整備をしていくという中で、

検討委員会で整理してきた面積の広さが、今、計

画をつくっている段階でお示ししている広さでご

ざいまして。 

 今後これは、基本構想、基本計画という中で、

おおよその規模はこれぐらいで、これぐらいの面

積があって、建てる候補地としては、そういう市

街化区域内で、こういう形で考えられるというこ
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とを示した形のものとなっておりますので、また

具体に進める場合には、十分に地元の説明も含め

て考慮した中で、皆さんがそれこそ１００％納得

できるものになるかどうかは別にしても、その中

で最低限というか、一番皆さんが使いやすい形の

中で、皆さんが御理解いただけるような形の中

で、今後説明を進めながら、体育館の計画につい

ては進めてまいりたいと考えておりますし、建設

の整備費におかれましても、現在の施設整備で、

概略で計算すると、およそこれぐらいというもの

を今示してありますけれども、その部分につきま

しては、今後きちんとした精査を加えながら、ま

た財源の確保も並行して考えながら、形を作って

いって皆さんにお示ししていきたいと考えており

ますので、白紙に戻すということは考えていない

ということで、御理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） 白紙に戻す考えはないと

いう結論が出たわけですが、例えば、今いろいろ

と言い訳といいますか、御説明をいただきました

が、その財源の確保は、結局、国から頂ける補助

金のメニューに合う、そういうことを優先する

と、この公園の用地を使わないとできないと前か

ら聞いていました。 

 私は、この公共施設のことを何度も一般質問さ

せてもらっていますけれども、その中で毎回言っ

てきたことは、稼げる自治体を目指す考えがない

かということを、再三質問をしています。そうい

う考えはないという答弁が毎回繰り返されてきま

した。 

 例えば、実際に、その図書館を民間に委託をし

て、収益が上がっている自治体もあります。例え

ば、コーヒーを飲ませるとか、食べ物を供給す

る、そういうところが図書館の運営も市から委託

を受けてやっていって、市には収入も入る。そう

いう選択肢もあるということを言っているので

す。ところが、町としては、そういうことは考え

ないということを繰り返してきています。 

 実際に建物を建てて、そこに家賃を払ってくれ

る人を入れるという想定で考えれば、そこそこ立

派なものも造れる可能性も出てきます。私が、そ

の白紙に戻したほうがいいのではないのかという

ことは、そういうことを含めて見直しができませ

んかということなのです。 

 結局、今、スポーツセンターに的を絞って、ス

ポーツセンターは５０年たっているから壊して建

て直さなくては駄目だという前提でお話しされて

いますが、日本には１５０年以上建っている小中

学校は幾つもあるのです。それと、長寿命化をや

れば、これから４０年、５０年使えるようにもで

きる。それは設計の仕方、お金のかけ方、いろい

ろあるでしょう。でも、そうすることのほうが新

築するよりは安いはずです。相当な金額の差があ

ると思います。これは、はじいてみないと分かり

ませんけれども。１０億円、２０億円という単位

に恐らくなるのではないかと思います。 

 その根拠というものは、大中山小学校、全部建

て直して関連算を含めて４０億円くらいかかりま

した。ところが、七重小学校の場合には、耐震補

強をしてリフォームして、６億円か７億円かで済

んだのではないですか。面積的な規模はちょっと

違いますけれども。 

 そういったことを考えると、ここは町民がそれ

に納得できるかどうかということにかかってきま

す。耐震補強、長寿命化すると。それから、今

細々おっしゃいました、コートの広さとか何とか

と言っていましたけれども、それは、そういう前

提でこういう配置、こういう面積にしていきます

ということで、利用される方が、そのぐらいで手

を打ちましょうということになれば、一番いい話

なのです。そもそも、全部建て替えるための補助

金をもらうために、公園の中に体育館入れてこな

くてはいけないという前提で話をしています。そ

こが無理があるのではないかということで、白紙

に戻せないかという質問をしているのです。 

 それで話がもう一回、スタートし直したとき

に、例えば図書館とか、そういうものもその中に

入れられるのか。先ほども言いましたけれども、

もっと違う場所で、相当な投資をして、将来公共

施設は増やさないと。そのぐらいしっかりしたも

のを造る。それに、町民がちゃんと理解を示し

て、今後、新しい建物は１０年２０年造らなくて

もいいという、そういう賛同を得た上でやるので
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したら、これまた話は別です。今、非常に半端な

のです。どうも、やり出したときから方向が変

わったものですから、途中で。だから、一旦立ち

返れないかということを言っているのですが、町

長の考えは変わらないのですか。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（杉原 太） 今、スポーツセンターの部

分につきましては、今現状の体育館でいきます

と、やはりもう、先ほど申し上げましたとおり、

５０年たって、耐震は今さら無理だと考えており

ます。 

 その上で、新体育館建設に当たっては、今おっ

しゃられたような、そういう運営方法というもの

は、民間の活力を活用しながら運用は考えられる

かと思っております。 

 体育館自体の運営につきましては、これは公的

な部分が強いという考えですけれども、その中

に、例えばそういう、テナント的に、そういうよ

うなお茶を出すようなものが入れられるのかどう

かというようなこともあると思いますが、今現在

も、自動販売機を設置して、そういう収入だとか

もやっていますので、体育館の使用料だとかそう

いうもの自体で全て賄うという考えはありません

が、そういう収益的なものは含めた形で民間の力

も考えながら、運用では考えていけると思ってお

ります。 

 また、図書館の部分については、大変本当に申

し訳なかったと思っております。図書館について

は、本日、民生文教常任委員会のほうでも報告が

あったように、文化センターのほうに図書館のス

ペース、図書室としてですが、図書室のスペース

を設置して、その中で運用しながら、どういう図

書館が七飯にふさわしいのか、そういう部分も、

図書室の今の移転でもって運用する中で、考えて

いけるのかと思っておりますし、少し、体育館の

建設まで時間がかかりますけれども、その後に

は、図書館の建設も視野に入れて考えております

ので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（木下 敏） 静粛に。傍聴人の人は静か

にしてください。 

 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） 同じ話の繰り返しになり

ますが、２つ例を挙げて、考え直す気がないかど

うかだけ質問させてもらいます。 

 これは、長岡藩というところで、藩が戦争に負

けて大惨事になっていて、武士が食べるものにも

困っているときの話。小泉首相が就任したとき

に、米百俵の話をしました。近隣の藩から米百俵

の応援をいただいたと、長岡藩が。そのときに、

武士の人たちは大喜びしたと。これで飯が食える

なと。ところが、そこの、賄いをやっていた偉い

人が、待てと。今、我々がこれを食ってしまった

ら、この先、子どもたちに残すものが何もない。

だから、これをお金に換えて、子どもたちを育て

る学校を造るということで、学校を造りました。

ひもじい思いはずっと続いたのですが、そこか

ら、いろいろなしっかりした有名人が輩出されて

おります。 

 私、１問目２問目、共通して言っていること

は、建物にお金をかけるのではなくて、人を育て

ることにお金をかける。こういう発想に、立ち

戻って、考え直すべきではないのかと。 

 もう一点言います。発達障害、ひきこもり、こ

ういったものに、アメリカ、カナダは、保険適用

なっています。日本は、ある程度、保険でできる

ものもあるのですが、いろいろな応用行動分析

学、こういうものを適用し、それを適用した治療

というのですか。そういうものに対しては、まだ

アメリカは全州ではないですけれども、ほとんど

の州、カナダは、保険で治せます。これは１０年

ほど前から始まってきて、今も進んでいるのです

が、なぜそういうことをしているかと言ったら、

発達障害、ひきこもり、小さいうちから、手だて

をすると、かなり、普通の社会生活が送れるとい

う実績があるので、国のほうでお金を出して認め

ている制度なのです。もっと言えば、将来、いい

納税者になってくれる人間を育てる。こういうこ

とで、今やっているのです。 

 町長は今、確かに、いろいろな反対の波をか

ぶって、言い訳を考えているのでしょうが、もう

少し将来的なものを考えて検討して、決定してい

ただきたい。今、５０年たっていて、耐震の能力

がないから駄目だと決めています。でも、新しい

ものを造ってやることと、例えば、これを補強す
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るために幾らかかるか積算もしないまま、使えな

いと決めつけています。 

 だから、使えるのです、補強すれば。そういう

計画は１回も練っていないから、使えないものだ

という前提で考え方が進まれてきているのですけ

れども。それでもできないという、ちゃんと、町

民の方に示せるものが出てくれば、まずは、これ

は耐震補強しても駄目だなと。では、新設する。

その新設するときに、図書館とか、一緒にできる

のかできないのか。どうしてもそれが無理なら、

どうするのかということは、やはり町民と一緒に

相談をする。ここが欠けているのです。５０年

たって、古い。これは建て直さなくてはいけな

い。補助金をもらうために、公園を少し潰さない

と、補助金もらえないのだ。これは、ちょっと理

事者側の理論ばかりです。町民の未来永劫のため

に、どうしたらいいのかという判断が欠けている

と思います。 

 どうですか。この建物をどうするかということ

を、もう一度、いろいろな人に意見を聞く。ちゃ

んと積算とかした上で、平松の言っていることは

とても金がかかって無理だ。そういう証拠を示し

た上で、そうでないやり方を、町民の方に提案す

る。今、やはり立ち返るべきではないですか、最

初に。このまま進めていっても、ずっと何か遺恨

が残ると思います。いかがですか。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（杉原 太） 今おっしゃられている部分

に関しまして、建物については、何回も同じこと

を繰り返してしまいますけれども、昭和四十七、

八年にできた建物でございまして、旧耐震も耐震

で、既にもう５０年経過しているということで、

それを耐震補強して、中を全部リフォームすると

いうような部分ですと、逆に建て替えたほうが金

額的にも、確かに積算してみないと分からない部

分はありますけれども、今の現状、体育館の運動

場の床の部分も、前のＰタイルから、フローリン

グに切り替えたという部分もあって、上に、少し

かさ増ししているという部分もあって、バスケッ

トボールのコートも、高さがずれているというこ

とも含めて、全体的にもう既に、施設は建て直し

をしていったほうが効率的だと考えております。 

 また、人を育てることが大事だという部分に関

しまして、私も同じ考えでございます。やはり、

これから成長していく子どもさん、あるいは、今

現在シニアといいますか、大人の方々で、自分た

ちで、運動をして体を鍛えていくという部分で

は、やはり、社会教育、生涯教育という考え方が

一番大事だと思っておりますし、そういう意味で

は、体育館の部分で、指導者もおりますし、そう

いう、将来の人を育てるための施設にもなり得る

と思います。 

 また、考え方は違っても、障がい者の部分のそ

ういう育成の部分も含めて、日本の場合は、医

療、福祉関係が、違う視点で、障がい者の支援と

いうこともやっておりますけれども、七飯町で

も、障がい者の皆さんの医療費の部分だとか、あ

るいは障がい者の日頃の就業訓練だとか、そうい

う部分にも障害者支援法の中で町のほうも持ち出

しもしながら取り組んでいる状況ですので、全て

の人たちが、そういう集まれる場所、バリアフ

リーにしたような体育館の整備も大事だと思って

おりますし、そういうものを町の施策として、住

まわれている方に、安心して暮らす糧となるよう

な施設を整備していきたいと考えておりますの

で、御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） 根拠がやはり乏しいで

す、答弁として。 

 私が、今、スポーツセンターを耐震補強できな

いかという、もう少し具体的な話を言わせてもら

えれば、今の体育館のフローリングとかどうかと

いう、そういう話ではないのです。あの床面積

が、例えば狭いのであれば、あそこに図書館を入

れる。例えば、体育館に、半分図書館にして、残

りプール側に、新しい体育館を増設していく。古

い建物は補強し、新しい建物をさらにそれを抑え

るために、プール側に延ばしていくとか。こうい

う積算があってもいいのではないですか。 

 だから、そういう、比べるものが何にもなし

で、これは古くて駄目なのだと、まず決めつけ

て、建て直すとこからスタートしています。で

も、そんなことを言ったら、七飯中学校だとか七
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重小学校だとか、どうなのですか。あれだって、

もう四十何年たっているものを、これから何十年

も使おうということで、何億円もかけて補強した

のではないですか。それと、つじつまが合わない

と思うのです。 

 先ほども言いました。日本には１５０年も使っ

ている小中学校がまだあります。函館のレンガ倉

庫とかああいうものだって、みんなあれは耐震補

強をちゃんとしてあるのです。だから、できない

という話は、ちょっと分からないし、町民の方に

も納得してもらえないと思います。それはきちん

と、専門家の人が、多少お金がかかってもいいで

すから、そういう結論を出しました。だから、新

築になりますという、その説明をしない限り、や

はりおかしいのではないかという声は常について

回ると思いますので。 

 どうですか。本当に、設計屋さんに頼んで耐震

補強しながらやる考え、それが合致できるかどう

か。絶対できます。形あるのだから。だから、そ

れを否定している理由が乏しいということで、も

う一度答弁をお願いします。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（杉原 太） 今、おっしゃられた内容で

すけれども、小中学校については、１００％耐

震、耐震化という形になっている中で、設備の老

朽化になったものを、今現在、七飯中学校のほう

は長寿命化計画の工事に入っているということで

すので、大中山中学校に対しても、耐震があると

いう形の中で調査を進めるというような考えでご

ざいます。 

 その中で、今言った体育館の部分に関しては、

先ほどから何回も言っていますけれども、既に耐

震もなく、それから先ほど言ったように、施設の

中も、もう老朽化しているという現状があります

ので、建て替えを進めていきたいという話をして

おりますし。 

 それから、そこに、図書館の問題に関しては、

今現在、耐震化のない図書室を、文化センターに

移転させて、まずはそこで図書室の在り方、そし

て将来、図書館に結びつけができるような形で運

営していきたいと考えておりますし。体育館に、

図書館を併設するという考え方については、当

初、建設検討委員会のスタート時に、そういう複

合的なものというものはお話もあった中で、委員

会の中で、別々のほうがいいというような中で、

分けてきたという経過もありますし、また今現

在、見晴公園の部分と、体育館の用地を一体化し

た形の中で、公園整備の中で、建築を進めていく

という中では、なるべく、見晴公園の部分には食

い込まないようにという中で、図書館も併せると

なれば、面積も大きくなってしまうということも

懸念されますし、できる限り、今現在のもう検討

してきている面積についても、そこから少しでも

コンパクト化できないかということも、今後考え

ていかなければならないと思っておりますので、

体育館と図書館の併設は難しいと考えております

ので、御理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） これは、ＹｏｕＴｕｂｅ

でも流れていますので、いろいろな方が、私と町

長のやり取りを聞いて、なるほどなという話が出

てきているかといったら、そうではないと私は思

います。 

 白紙に戻して、考え直すべきだということに

は、多くの人は多分、そうだと思っていらっしゃ

るのではないかということで、もう一度質問をい

たしますが、結局、建て直すという前提でお話し

されています。それしかないという根拠がないの

です、町長の答弁は。これを建て直すので、予算

がなくなって、図書館が無理だということが、今

までの説明ですから。 

 だから例えば、このファミリースポーツセン

ターと図書館を、本当にできないのではなくて、

ファミリースポーツセンターを補強したほかに、

図書館を造るという、検討、積算して、金額も出

して、それはやはり無理だと、ある程度お金がか

かってしまうかもしれませんけれども、そういう

結果を見せて、町民の方の判断を仰ぐということ

をしないで、町長がこれは駄目なので建て直した

い、できるだけ面積を減らすようにしたい。それ

は、ファミリースポーツセンターを直すという前

提での話ですから。そこに行く前に戻れませんか

という質問なのです。 
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 もうファミリースポーツセンターだけに、的を

絞って、これをもう５０年たっていて、どうしよ

うもないので、建て直すという説明を何回もして

いますけれども、５０年たったから建物が潰れる

わけではないです。潰れないように補強すればい

いのですから。だから、それに、どのくらいのお

金がかかるかという根拠をちゃんと示した上で、

新築するものと大差がないという数字が出れば、

納得できる方もいると思います。だから、もう少

し、頭を軟らかくして、いろいろな意見、専門家

の積算とかそういうものを出していただいた上で

考え直すという、その立場に戻れませんかという

質問です。 

○議長（木下 敏） 暫時休憩いたします。 

 １時再開します。 

午前１１時５８分 休憩 

───────────── 

午後 １時００分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 一般質問を続けます。 

 平松俊一議員の質問に対する答弁より入りま

す。 

 町長。 

○町長（杉原 太） 繰り返しの答弁になってし

まいますけれども、体育館、スポーツセンターに

つきましては、もう建築から５０年以上経過して

いるということと、それから耐震設計ではないと

いうことと、施設の利用者の皆様も、もうかなり

設備も老朽化しているということからも、体育館

については建て直しという形で進めていきたいと

考えておりますし、図書館については、先延ばし

になりましたけれども、文化センターのほうの図

書室の移転を早急に進めながら、図書館の今後の

在り方を考えていきたいと考えておりますので、

御理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 同じ答弁求めるのであれ

ば、同じ答弁しか戻ってこない。 

 平松俊一議員。 

○１０番（平松俊一） 議長のアドバイスどお

り、繰り返してもしょうがないのです。私はやは

り、町民の代表として、町民の声を届ける義務が

あるので、最後まで頑張りますので、何回でも言

わせてもらいます、町長。 

 函館の観光地にはレンガ倉庫群というものがあ

ります。あれだって、耐震補強をして使っている

のですよ。その一角で、うちの息子が、クラフト

ビアバーをやっています。これは木造で１１０年

たっている建物。これを使いながら商売をしてい

ます。それとね、やはり理解できないことは、町

は長寿命化をやっています、今、七飯中学校は。

これは四十何年たっていて、それをこれから何十

年使おうという計画に、２０億円からのお金をか

けてやっているわけです。だから、矛盾すると思

うのです。 

 今、私は、このスポーツセンターを耐震補強し

てやるという、一つの考え方があると言っている

のです。これにこだわっているわけではないので

す。ちゃんと、これを補強しても駄目だという根

拠を示した上で、では、ここでやるのだったら、

建て替えるしかないですというのだったら理解も

できるのですよ。でも、七飯中学校とかは、耐震

補強をやって、これから何十年使うと進めている

ときに、この体育館は５０年たっているから駄目

なのだという町長の答弁は、ちゃんと根拠がない

ということを私は言っているのです。 

 だから、１０万円でも２０万円でもお金をかけ

て、建築 CAD か何かに今の断面を入れると、これ

は全然話にならないという結果が出るのかもしれ

ません。それは分かりません。だから、何を決め

るにしても、これとこれとこれを選んで、これが

一番安くて丈夫だという説明できることをすべき

なのですけれども、今まで町の進めてきたこと

は、ここで建て直すという前提だけです。耐震補

強の比較検討のデータは出てないのです。 

 だから、もっと考え方があるのではないですか

という質問が基本ですから。それで、もう一回、

元に戻って、白紙の状態からやり直したほうがい

いのではないですかと。六百何十万円か、コンサ

ルさんにお金を払う計画で、もう進んでいるの

で、これは無駄になるかもしれませんけれども。 

 やはり、請願が上がってきたり何だして、町民

の皆さんの思いは違うところにあるのです。これ
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を押し通していいという人も、中にはいるのかも

しれませんけれども、見直すべきではないかとい

う声のほうが強いので、私はあえて、もう一度質

問したいと思います。いかがですか。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（杉原 太） そのように、施設によって

は、長寿命化でいいものと、それから建て替えを

しなければならないものと、そういうものがある

と思います。 

 しかしながら、体育館については、これまでも

答弁してきたように、今既に、体育館の運動場の

中の、例えばバスケットコートの規格、長さが違

うだとか、全然今の現状の体育館では間に合わな

い状況でもあるのです。ですから、単純に耐震化

して長寿命化ということではなくて、七飯町の体

育館にあっては、建て替えをしたほうが効率的だ

と考えて進めておりますので、それぞれの施設に

よって、赤れんが倉庫のように伝統的な建物で、

確かに本当に耐震化して違う用途にして、ああい

うふうに活用しているものもございますけれど

も、今回の七飯町の体育館につきましては、建物

自体を建て替えたほうが効率的だと考えておりま

すので、御理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○１０番（平松俊一） 終わります。ありがとう

ございました。 

○議長（木下 敏） 通告順に発言を許します。 

 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） それでは通告に従いまし

て、２問質問させていただきます。 

 最初の質問は、函館新道下のトンネルの点灯し

なくなった照明についてであります。 

 七飯町藤城公民館横の国道５号線の信号機より

上に上がり、函館新道をくぐるトンネルは、約６

５メートルの長いトンネルである。トンネルを照

らす照明が６灯設置されていましたが、そのうち

３灯が点灯しなくなったため、藤城地域の住民が

住民課に、今年の春先に改善を求める電話をして

おりますが、半年たっても改善されず、そのう

ち、この夏に残りの３灯も照明が切れ、６５メー

トル近い長いトンネルの照明が現在１灯も点灯し

ていない。これは質問作成時のことなのですけれ

ども、真っ暗なトンネルとなっているということ

で、部活で通っている中学生の女生徒が、気持ち

が悪いので早く何とかしてほしいと訴えていると

いうことでありました。その後、１１月の初めに

なって、春に電話をした住民が２度目の電話をし

たところ、１２月に予算が通らないと対応できな

いという回答をしております。 

 そこで以下の点についてお伺いいたします。 

 １、このトンネルを通る道路と照明は町の管理

ではないのか。 

 ２点目。照明が切れても半年、１年近くも放置

する七飯町の町政の実態について、町長はどのよ

うに考えているのかお伺いします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 土木課長。 

○土木課長（松本博和） それでは土木課から答

弁させていただきます。 

 １点目についてですが、函館新道下のトンネル

となっているボックスカルバートなど、函館新道

と交差する路線につきましては、北海道開発局と

七飯町で維持管理協定を締結しており、大川から

藤城の区間を町が維持管理しております。 

 ２点目についてですが、まず初めに、御質問の

１２月に予算が通らないと対応できないという回

答だったということにつきましては、土木課では

様々な修繕対応につきましては、町内全域での対

応となるため、修繕内容にもよりますが、時間を

いただきながら随時対応しているところで、予算

が通らないと対応できないわけではありません。

日頃より、町民の皆様が極力御不便とならないよ

う、御理解をいただきながら維持管理に努めてお

ります。 

 今回のボックスカルバート内の照明の故障につ

きましては、春に地域住民の方から連絡をいただ

き、照明の一部が故障していることを確認してお

ります。また、１０月下旬に夜間道路パトロール

を実施した際に、６灯全部の照明が故障している

ことを確認し、業者に修理依頼して修理いたしま

した。現在は修繕を完了しております。御指摘の

とおり、照明の一部が故障した時点で修繕を行う

など、このたびの対応が遅れたことに関しまして

は、地域住民の皆様などには御不便をおかけして
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申し訳ありませんでした。 

 今後も町民の皆様の御理解をいただきながら、

速やかな対応を行ってまいりますので、御理解を

お願いいたします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） 今、答弁いただいている

のですけれども。１１月に入ってから、地域の住

民が、２度目の苦情を町に申し立てているので

す。そのときは、１２月の予算が通らなければ、

今は対応できませんと、そういうふうに住民には

答えているのです。今の答弁では、１０月に対応

を始めているということで、現在では照明がつい

ているということでしたけれども。 

 この問題は、要するに４月に、住民がその照明

が半分も切れていて大変だということでの苦情を

町に申し立てているのです。それにもかかわら

ず、８月になっても何の対応もされていなかっ

た。そのうちに８月に、全部の照明が切れてし

まったということで、真っ暗な状態の中で、塾通

いの女子学生が気持ちが悪いので何とかしてほし

いということで、再度、地域の住民がそういう声

が上がっているのだけれども、どうなのだとい

う、町への苦情を再度やっているのですけれど

も、そのときには、ここで言ったように、今の答

弁とは違う、１２月の予算の対応がなければ、そ

の工事はできないという答弁をしておりました。

これは事実です。 

 それが、今回私が一般質問をしました、この

間、この１週間の間に町は照明をつけているので

す。１週間です。住民が半年以上前に、苦情して

も何の対応もしないで、議会で取り上げたら、１

週間で、予算を、新しい１２月の予算編成のとき

の予算ではなく、既存の、土木課の予算で実施し

ていると。これはちょっと、町民に答えたものと

は全く対応が違うのではないですか。要するに、

こういう形で取り上げないと対応しない。住民の

声は真摯に対応しないという、今の七飯町の行政

の実態がここに見えているのではないですか。そ

ういう問題だと思いますので、現在ついたからい

いという問題ではないと思うのです。 

 要するに、これはこういう町政の実態、これを

今後とも続けるのか、それとも基本的な改善を考

えていくのか、それについては町長に答えていた

だかなければ、問題の解決の方向が見えませんの

で、一つ、町長に答弁をお願いします。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（杉原 太） 今、上野議員がおっしゃっ

ているとおり、これについては窓口対応を含め

て、大変失礼だったと反省しております。職員の

ほうには、大きなものであれば、なかなかすぐに

は対応できないものもあるかとは思いますけれど

も、今回、この函館新道の道路の下を通るボック

スカルバートという部分では、藤城の部分ではこ

のように安全灯が切れて、御指摘があった部分も

ありましたので、このたびについては、大川から

藤城までの部分をきちんと点検をして、子どもさ

んたち含めて通られる方々の安全・安心の確保に

努めていきたいと考えておりますし、また、今御

指摘のあった、職員の現場の確認と現場に対して

のそういう対応の責任という部分では、注意をし

ながら、きちんと職員指導に努めてまいりたいと

考えておりますので、御質問にあった部分に関し

ては、ごもっともでございますので、大変失礼い

たしましたということで、ここで私のほうからも

お詫びを申し上げ、今後、こういうことがないよ

うに職員にも指導しながら努めてまいりますの

で、御理解のほどよろしくお願いしたいと思いま

す。大変失礼いたしました。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） 今、町長から答弁があり

ました。 

 このようなことが今後ないようにということで

すけれども、それは、各課に任せていれば同じよ

うなことが起こる可能性が十分あるわけです。要

するに、こういう、住民からの要望なり苦情なり

が上がったときに、きちんと、町が責任を持って

受ける部署といいますか、それを設置して、その

後、その部署から各担当課に、こういう問題が上

がっているけれども、いつまでどのように対応す

るのかとか、そういう管理がきちんとできるよう

な、各課任せでない、そういう対応が求められる

のではないかと私は思うのですが、町長は今後ど

のように、そういった対応を改善という形で考え
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られるのか、それについて再度答弁お願いしま

す。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（杉原 太） この件につきましては、こ

れ以外にも、七飯町内で何が起きても、そういう

部分での早期の情報の共有、その対処の方向性、

そのものを、きちんと話し合えるような場をつ

くっていきたいと思います。そういう部分では、

毎週行っております理事者、課長、管理職会議が

ございますので、そちらのほうで、こういう情報

を担当課以外にも、どこの道路に穴が開いていた

とか、どこの街灯が切れていたとか、そういう部

分を、全体で情報共有しながら、各課のサポート

をしながら、そして私ども理事者のほうで、きち

んとした指導をしながら、今後このような時間を

置いて対応が遅いということがないように、住民

の生活の一番、安心・安全の部分ですので、その

部分については、今言ったような形の中で、役場

内で情報共有をして、お互いにチェックしなが

ら、業務を進めてまいりたいと考えておりますの

で、御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） 今、町長から改善の方向

が示されましたので２問目にいきたいと思いま

す。見晴公園への大規模な体育館の建設について

であります。 

 １点目として、七飯町は、貴重な町内の公園の

一つである見晴公園の真ん中に５,１００平米と

いう、これまでのスポーツセンター２,１７９平

米の約２.３倍の各種競技大会を開催できる規模

の体育館の建設を計画し、住民の意見を伺うとい

うことでパブリックコメントを実施しておりま

す。その結果、パブリックコメントに寄せられた

１０５件の意見のうち、半数近い５１件が見晴公

園での建設に反対を表明するものとなっておりま

す。 

 その後、町は新しく３つの案を発表し、町内で

３か所、４回の住民説明会を実施しております。

３案のうちの２案は、やはり見晴公園を利用して

の案となっておりました。住民説明会でも、多く

の住民が見晴公園での建設に反対を表明しており

ましたが、こうした住民の意見を尊重して、建設

計画を進めるべきと考えておりますが、町長の見

解を伺いたい。これが１点目です。 

 答弁いただいてから２点目にいきたいのです

が、それでよろしいでしょうか。駄目ですか。分

かりました。 

 それでは２点目。七飯町は今回、各種スポーツ

大会を開催できる大規模な体育館の建設を進めよ

うとしており、建設費を含め３９億５,０００万

円をかけようとしておりますが、何年に一度ある

かも分からない各種競技大会の開催を目指すので

はなく、住民が気軽に訪れてスポーツを楽しみ、

健康の維持増進に貢献するスポーツセンターの建

設をすべきではないかと思うが、見解を伺いた

い。 

 ３点目。七飯町の町債は令和５年度末で、１１

８億６,２８６万円となっている。令和６年２月

に民生文教常任委員会で提出された資料では、現

在進めている中学校の長寿命化事業など５事業６

７億５,７００万円の町債は、４０億５,８００万

円を予定しているとのことでありました。この段

階で町の町債は１５９億２,０８６万円となり、

これまで経験したことのない借金を抱えることに

なります。 

 これから、体育館の３９億５,０００万円の事

業を進めようとしておりますが、適正な規模での

事業にし、図書館、温水プールの建設も実現でき

るような財政運営とすべきと考えますが、町長の

見解をお伺いいたします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（磯場嘉和） １点目と２点目に

ついては関連がありますので、一括して御答弁申

し上げます。 

 現体育館は昭和４８年に建設され、耐震性に不

安を抱え、設備の老朽化も進んでおり、バリアフ

リーにも配慮されておりません。施設の整備を進

める上で、まちづくりの観点や、本町見晴公園と

体育館の一体整備による財政負担の軽減などを踏

まえ、公園敷地の１７％程度を利用した整備案が

最適との考えをお示ししましたが、公園の保存を

望んでいる方々、体育館の建設を望んでいる
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方々、双方が１００％賛同できるものは容易では

ないと感じています。 

 また、体育館の規模については、各種競技規則

に沿った規格の面積を想定しており、中体連や高

体連などの大会を想定し、普段使いのできる規模

を考えております。また、防災機能の設置や、

キッズスペース、ランニングデッキなどを整備す

ることで、住民が気軽にスポーツを楽しみ、健康

の維持増進に貢献し、さらに、本町見晴公園もリ

ニューアルし、憩いの場となるよう、今後、基本

設計では、公園と体育館の融合を図り、公園の保

存を望まれている方にも、体育館の建設を望まれ

ている方にも、御理解いただけるようなトータル

デザインをお示しし、財政面からも、将来負担を

極力抑える補助金の活用など、多くの町民の要望

に応えられるような、体育館、公園整備を目指し

てまいります。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 行財政改革担当統括監兼財

政課長。 

○行財政改革担当統括監兼財政課長（青山栄久

雄） それでは、３点目の御質問については、財

政課からお答えいたします。 

 初めに、町債の残高について、上野議員の御質

問の中では、これら５事業を実施した場合の町債

残高が１５９億２,０８６万円となり、これまで

経験をしたことのない借金を抱えることになると

質問されておりますが、上野議員の計算方法で

は、単純に令和５年度末の町債残高に、優先５事

業で発行する予定の町債４０億５,８００万円を

加えただけのもので、５事業の建設年次や期間、

それまでの間の公債費、毎年の元金償還金を考慮

しないで計算した数値であります。 

 優先５事業に係る財政推計については、今年の

３月に令和６年度予算審査特別委員会から、追加

資料の提出を求められ、その中で、各種大型事業

の実施を反映した今後１０年間の財政推計を財政

課から御説明しております。 

 優先５事業の年次割事業費、工事着工年度及び

完了年度、その時点で想定した令和６年度から１

２年度までを施工期間とし、優先５事業を実施し

た場合の財政シミュレーションの結果では、令和

９年度に町債残高が、１２２億２,８６２万円の

ピークに達し、上野議員が計算した数値１５９億

２,０８６万円と比較すると、約３７億円の乖離

が生じることとなります。 

 この財政推計は、議長を除く議員全員で構成さ

れた、予算審査特別委員会に提出した資料である

ことですから、上野議員もいま一度、この資料を

御確認いただければと思います。その上で、上野

議員の御質問の後段では、体育館を適正な規模で

の事業にし、図書館、温水プールの建設も実現さ

せる財政運営とすべきと質問されておりますが、

体育館の建設については、現時点では基本構想、

基本計画を検討委員会において議論されている段

階であり、さきに行われました住民説明会等の結

果を反映し、今後再検討を加えることも可能であ

るかと思われますが、図書館、温水プールの建設

もということであれば、体育館の規模を大幅に縮

小し、相当程度の事業費を圧縮しましても、３つ

の施設を同時に建設することは、大変難しいもの

ではないかと考えております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） まず１点目ですけれど

も、町がパブリックコメントを実施して、住民の

意見を聞いた。そのときには、そのパブリックコ

メントの５０％近い公園を利用しての建設には反

対だという声が上がりました。その後、町は当初

計画していた見晴公園の真ん中に建設するという

案を変更しまして、その真ん中に建設するけれど

も、それに見合った面積の緑地を今のスポーツセ

ンターの跡地に設けるという案、それから今の体

育館の解体後、その場所に新しいスポーツセン

ターを建てる案、そして３つ目は、当初は見晴公

園の２４％を削って建てるという案でしたけれど

も、再度変わりまして、今答弁があったように、

１７％の見晴公園を使って建設する。これが最適

であるということで、今答弁がありました。 

 いずれにしましても、町は見晴公園を使った形

で体育館を建てる。これが国土交通省の助成金を

得られるということから、その方法を考えている

ということでありますけれども。 

 この地域では、そういった公園を使わない形で
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も、ある程度の国の助成金が得られる地域になっ

ていると考えるわけですけれども。なぜ、見晴公

園を壊さなければならないのか。それはもちろ

ん、町の考えている助成金をもらうということが

目的だと考えられるわけですけれども、これだけ

地域の住民が反対を表明している。町の説明会の

中でも、大半が４か所で行いましたけれども、そ

こでも大半の反対の意見があった。それにもかか

わらず、町長は退席するときに、めげずに進めて

まいりますということで、町民のそうした声を顧

みることもなく、何とか当初の計画どおり、町は

体育館建設を進めていきたいという考えを示して

いるわけですけれども。それは、町民のそういっ

た、いろいろな声を反映させながら建てていくと

いう姿勢とは全く違う強権的な姿勢だと思うわけ

ですけれども、それでいいのかという気持ちがあ

ります。 

 そういった点で言えば、こうした住民の声が多

く上がっている中で、それを無視するという町政

の執行、運営の仕方、それはある程度、やはり初

めてこのように多くの住民が声を上げているわけ

ですから、それに応えるという姿勢を示す必要が

あると思うのですが、再度、町長はそういう気が

全くないのかどうか、それについて、まずお聞き

したいと思います。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（磯場嘉和） 私のほうから、ま

ず上野議員さんがおっしゃっているパブリックコ

メントに寄せられた１０５件のうち、半数近い５

１件というお話がございましたけれども、パブ

リックコメントに提出した人の数が１０５名で、

意見の数は２６９件、そのうち５１件というとこ

ろで、そこについてはちょっと御理解いただけれ

ばと思います。 

 また、体育館でございますけれども、やはり、

町でも体育館を望んでいる方、それから公園の保

存を望んでいる方々、両方の方々が本当に１００

％というものはなかなか難しいということは本当

に感じているところです。だからといって、何も

しないというわけにはなかなかいかないものです

から、やはり、両方の皆さんが御納得いただける

ような、御理解いただけるような形の建設を目指

して、なるべく多くの皆さんに御理解いただける

ようなものを目指してまいりたいと考えていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） 今の答弁の中で、いろい

ろな声が上がっているということで、１０５名の

上げた意見の中には、たくさんの意見が含まれて

いる。だけれども、そのうちの５１人分が反対の

声を上げたということは、半数近い反対の声だと

認識すべきだと思うのです。 

 それから、多くの皆さんの声を聞きながら反映

させながらという表現が一部ありました。という

ことは、今後そのために、どのようなやり方で進

めていこうとしているのか、それについて再度お

伺いいたしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（磯場嘉和） 体育館の整備に関

係しましては、今後、基本設計、実施設計という

形で進んでいく形になると思いますが、その中

で、公園と体育館の融合を図って、体育館から公

園が一体化して活用できるような、そういうデザ

インを目指して、それをお示ししながら、どちら

も、体育館を望んでいる方、それから公園の整備

しながら、公園の保存を望んでいる方々にも御理

解いただけるような整備を目指してまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） 今の答弁では、要する

に、これからの計画、具体的に進める、基本設

計、実施設計を進めていく。基本は、先ほど言わ

れました、公園の一部を体育館建設のために利用

する。これは変わらないという姿勢だと思うので

す。そういう中で、できるだけ、住民の声の反映

ができるようにという意見ですけれども、住民の

意見は、この見晴公園に手をつけないで建設する

べきだという声なのです。それについては全く顧

みることなく、検討し直すとか、そういうことも

表現の答弁の中ではありませんでした。 

 これでいきますと、本当に住民の意志とは全

く、それを顧みず進めるという町の姿勢が明らか
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になったと思わざるを得ませんけれども、それで

本当に、今の町政、住民を無視した町政というこ

とになってしまう、それでいいのかという問題が

残されるわけです。 

 そういう点については、やはり、町長の姿勢の

問題ですので、町長にその点について、もう一

度、見解を伺いたいと思います。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（杉原 太） 私のほうから。この部分

は、パブリックコメントの意見も踏まえて、当

初、ちょっと表現がこちらも雑だったのかと思っ

て反省しているところでございます。 

 見晴公園の用地と、それからスポーツセンター

の今建っている施設の用地と、その全体でもっ

て、体育館の建て替えを進めていくという考えで

あって、見晴公園を決して潰すとかでなくて、見

晴公園の用地を一部活用しながら建てさせてもら

うということで、大分意見をいただいた中で修正

させていただいたということで、当初２５％くら

いとかという形だったものを、まだまだ圧縮して

１７％程度にまでしたということで、見晴公園

も、都市公園、市街化区域内の都市公園というこ

との位置づけですけれども、見晴公園ももう既に

４０年くらい経過しておりまして、今現在、故障

されている噴水というか川の流れというか、そう

いう施設もありますし、それから周りのほうに、

高木になってしまって倒れる可能性のある木も大

分あります。電信柱、電線をまだまだ上に越えた

ような樹木もございます。 

 そういう意味でいきますと、周りに住宅地も張

りついていますから、そういう御迷惑もかけない

ようにということもあります。それから体育館

も、今現在利用されている方含めて、現地建て替

えとなると、現体育館を壊しての建て替えとなる

と、３年間そういう活動ができないということも

ございまして、それぞれにやはり御意見もあると

いうような中で、そこの部分を何とかお互いに理

解し合いながら、折衷案といったらちょっとあれ

ですけれども、その中で今現在の体育館敷地と、

それから見晴公園の敷地全体を使って、ぎりぎり

今後、体育館の面積ももちろん考慮しながら、こ

の５,１００平米でいいのか、もう少し詰められ

ないのか。それから見晴公園の今１７％程度と

なっている用地の活用も、１７％よりももう

ちょっと少なくできるのか、それともこれが精

いっぱいなのか、そういう部分も含めて、ちょう

ど市街化区域内の中心、今後コンパクトシティと

考えたときに、公共施設が集約されているこの場

所に、できれば、公園施設の整備と併せた中で進

めていきたいと考えておりまして、その部分に関

しましては、今後担当課長のほうからも答弁が

あったように、今後その完成予想図みたいなもの

を作りながら、実際にどのくらいまでの位置とい

うことも説明しながら進めていきたいと思ってお

りますので、意見を無視したとか聞いていないと

かではなくて、意見をいただいた、また説明会で

も多数意見をいただいておりますので、そういう

部分で配慮した形で、お互いに協調できるような

部分で進めていきたいと考えておりますので、御

理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） 今回、町が建てようとし

ているスポーツセンター、これは現在のスポーツ

センターの２.３倍以上という規模です。そのた

めには、建設費に３９億５,０００万円近い費用

がかかるということです。 

 我々が一つ求めているものは、そのような大規

模でいろいろなスポーツ大会が開催できるスポー

ツセンターではなく、むしろ、町民が気軽に利用

して、健康増進のために利用できるような、そう

いうスポーツセンターというものを望んでいる。

例えば町が考えている、そういったスポーツ大会

を開催することによって、町はどのような、町へ

の利益と言いますか、町がそういう利益を得ると

考えておられるのか、それをまず一つお伺いした

いと思います。 

 それから、先ほど財政課から答弁ありました。

私が計算したものは、令和５年度末の町債残高が

１１８億６,２８６万円という数字が上がってお

りました。 

 それで、中学校など５事業、これ６７億６,７

００万円の事業ですけれども、その町債が４０億

６,７００万円と、答弁で５,８００万円と答えて
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おりましたけれども、私が調べた数字とは若干ず

れが発生しておりますが、いずれにしても、この

２つを合わせると１５９億円、１６０億円近い町

債になると計算したところですけれども、財政課

の答弁では、令和１０年度で１１２億円という答

弁になっておりまして、どこでそんなに減るの

か、それについて答弁がありませんでしたので、

まずそれについて確認したいと思います。 

 それで、これから町はスポーツセンターだけで

なく、図書館、町民プール、これも併せて事業を

考えているわけですけれども、この町がこれから

の１０年間で令和８年度から実施しようとしてい

る事業に、この全てを入れて実施できると考えて

おられるのか、その辺について、再度、財政課の

ほうから答弁をいただきたいと思います。 

○議長（木下 敏） 行財政改革担当統括監兼財

政課長。 

○行財政改革担当統括監兼財政課長（青山栄久

雄） それでは先ほどの３点目の答弁の中で、上

野議員がおっしゃる金額と町で答弁した金額にず

れがあるというか、乖離があるということを説明

しましたけれども。こちら、令和６年３月１２日

に議長を除く、議員全員に対して、予算審査特別

委員会でお配りした資料を基に御説明させていた

だきました。 

 令和５年度末の残高と、その間というか、この

優先５事業で発行する４０億５,８００万円を加

えますと、確かに計算上で１５９億２,０８６万

円という単純に合算した場合はありますが、財政

課で策定した資料は、令和６年から令和１２年度

までに優先５事業をそれぞれ、どの年度でどれを

着手して進めていくか、またその令和６年度から

令和１２年度の間において、既に発行されている

借金の償還です。これが順次発行と償還を繰り返

すことから、これらの計算を考慮して求めた数値

を皆さんにお配りしております。 

 この資料の中では、今の優先５事業で計算した

場合ですと、令和９年度に町債残高が１２２億

２,８００万円になるということは、令和６年３

月１２日に策定した当初のもので計算しておりま

すので、これに近い数字になるかと思います。こ

の間、毎年、優先５事業を進めるに当たっては、

この５事業分については７億円程度とか８億円程

度の借金をこの事業によってしますけれども、年

間十二、三億円を償還することから、この部分に

ついては新たに借金が加わったとしても、公債費

の償還で埋めていけるという財政推計の結果であ

ります。 

 また、今回の体育館やそれらの建設を求めた加

えた財政シミュレーションというものは、今現在

のところではまだ行っておりません。というの

は、まだ、建設時期や総事業費が全て判明してい

ないことと、また議論の途中の段階ですので、こ

れも含めますと今後、基本設計、実施設計なりに

よって数値が判明した段階で、また再度新たに計

算し直して、このままの財政運営でできるかどう

かということは、町全体でも判断していくことと

なると思います。 

 これは当然、議会を通して、議員の皆様にもお

示ししながら、この内容でできるのかどうかとい

うことは、判断をいただきながら進めていくもの

として考えておりますので、今この段階では、体

育館の建設については、概算数値として出した金

額が、皆さんのところではそういう数値になって

いますけれども、町全体としては、まだ財政推計

上の中には加えていなく、今はあくまでも優先５

事業をやった場合での計算を行って、皆さんにお

示ししている段階であるということを御理解いた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） 今の答弁では、第６次の

長期計画の中で、図書館、スポーツセンター、そ

して温水プールを含めて事業が実施できるという

ことに関しては、はっきりした答弁ができないと

いうお答えでした。本当は、ある程度、推測は出

しておられるのではないかと私は思うのですが、

それは今の段階で答えられないというお話です。 

 これはやはり、今これまで、例えば図書館に関

しては２５年近く先延ばしされてきて、それがさ

らに今回の町長の発言で先延ばしされた。これで

いきますと、今後１０年以内に、図書館ができる

かどうかすら、はっきり答弁できないという形に

なっているわけですけれども。住民要求からすれ
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ば、優先度は最も高いのではないか。二十四、五

年も放置してきた図書館の建設。これは、例え

ば、これから、大中山中学校の長寿命化工事を考

えておりますけれども、これは、耐震性のある建

物を今後４０年もたせるという事業計画です。そ

れは緊急性はないのではないですか。 

 緊急性ということで言えば、それこそ、今こう

いった社会教育施設３施設、これは本当にある意

味、緊急性のある事業として進めてきたはずなの

に、その前に緊急性があるからということで、緊

急性のないものも含めて５事業、これを優先させ

るという、この町のやり方は、本当に緊急性とい

う意味から、再度検討し直すべき課題があるので

はないかと思うわけです。 

 そういったことで言えば、今言いました、こう

いった町債の状況、単純に合計しますと、私が年

間１２億円ずつ返していくのだから減っていくの

だということを言いましたけれども、それを考慮

しないで合計だけで出しますと、町債はプールや

そして体育館、図書館を含めると、１８３億円を

超える町債を発行しなければ実施できない事業に

なっているわけです。 

 そういう状況の中で、本当に、この新たな第６

次総合計画の中で、こういった課題の事業、これ

をどうやるのかということで言えば、再度、優先

度を考え直さなければ、この１０年間に実施でき

ないものも出てくると考えるわけです。 

 そういった点で言えば、再度考え直す。要する

に白紙に戻して、今後どのように優先度を検討し

て進めていくか。これは考える時点に達している

そういう問題ではないかと思うわけです。 

 そういった点で言えば、町長は、本当に今後の

課題として、それを受け止めて検討するというこ

とを答弁していただきたいと思うのですが、その

点について、ちょっと伺います。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（杉原 太） 上野議員さんから財政の部

分も、そういう将来的な部分、御心配をいただき

ながら、そういう事業をどう考えているのかとい

うことでございますが。 

 こちらのほうも財政状況を常に見直して、今現

在も、社会教育施設整備事業の基金に積んだり、

あるいは繰上償還できるものは繰上償還して、後

年後に向けて、少しでも財政状況が安定して、き

ちんとした計画的な行財政運営ができるように心

がけているところでございますし、その中で優先

５事業も含めた中で、今はそういうシミュレー

ションをして、決して七飯町の部分では、背伸び

して事業を進めるということではなくて、きちん

とした安定した財政の下、責任を持って事業を進

めていきたいと考えておりまして。非常に今回、

図書館を建てるという部分では、皆さんの期待を

裏切る形にはなったのですけれども、これも苦渋

の決断だったという部分で御理解していただきた

いと思います。 

 今現在、町の老朽化した施設についてはきちん

とした対応を進めていきたいと考えておりますの

で、今後、大中山中学校の長寿命化の部分、それ

から今現在進めております小中学校のエアコンの

設置、そして廃棄物の処理場の問題、生活基盤に

関わるものをきちんと整備した上で、スポーツセ

ンターもこの計画の中に入れて進めていきたい

と。その後には、今現在、文化センターのほう

に、まずは図書室を移して運用させていただい

て、その中から、将来の図書館の在り方などを、

皆さんとともに、考えながら図書館建設も念頭に

町政を進めてまいりたいと考えておりますので、

御理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） 町長の答弁では、とにか

く進めていきたいという答弁だったと思います。 

 私、先ほどから質問していることは、この体育

館、これは観覧席を設けた大規模な体育館、ア

リーナという形でのものの建設を、どうしても進

めたいということが町の考えだと思うのです。 

 このアリーナを建設したときに、どういう管理

運営になるかということを考えましたら、町はこ

れから６０年間、そのアリーナの維持管理をする

だけで相当な予算を考えなければならないという

ことを打ち出しております。６０年間で７７億

９,５００万円、維持管理にお金がかかるという

ことは、これから３０年間に３８億円を超える、

そういう維持費がいると。これは、スポーツセン
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ター、体育館を、丸ごと補助金なしで建てるお金

なのです。そういう維持管理のお金をかけるよう

な、そういうスポーツセンターを建てるというこ

とです。 

 今では、町の職員が、６人程度だと思うのです

けれども、管理維持をしている。それは恐らく、

財政的には年間３,０００万円とか、そういった

金額で管理がされている。これが、このアリーナ

という形で事業者に委託をすると、年間は１億

２,９００万円とか、そういう金額になると思い

ます。 

 要するに、アリーナにすることによって、維持

管理費が、今の４倍も５倍もかかるのです、人件

費が。そういうようなものを造って、町の活性化

と言いますか、何年間に１回、体育大会がやれる

ことによって、町はどのような、財政的な利益と

言いますか、それがあると考えておられるのか。

または、それは考えていないけれども、とにか

く、スポーツ大会が七飯町でもできるようにした

いということだけなのか、その辺について、再

度、確認したいと思います。 

○議長（木下 敏） 教育総務課長。 

○教育総務課長（磯場嘉和） アリーナという言

葉で、どうしても隣の市の大きいものをイメージ

してしまうのかもしれませんが、基本的には、今

の体育館、アリーナ部分、メインの部分について

は、現在の面積の大体１.４倍ぐらい。それに併

せて、今回整備するに当たって、防災機能、こう

いうものを設置したり、キッズスペースですと

か、冬場も走ったり歩いたりできるようなランニ

ングデッキ、こういうものを整備することによっ

て、住民の方が気軽に本当にスポーツを楽しん

で、健康維持増進、そういうものに貢献できるよ

うな、そういう施設を目指しているというところ

で考えております。 

 その中で利益というお話もありましたけど、決

して、そういうところに利益、利潤を求めるとい

うところではございません。基本的には、使用料

的なものについては頂く形にはなるかと思います

が、そこで商売をするということではなく、あく

まで、そういうことで、健康に住民の方がなって

いただければ、医療費も下がっていったりだと

か、そういうものが付加価値として表れてくるの

かなと思っているところでございます。 

 あくまで本当に普段使いのものを想定している

というところで、御理解いただければと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○１１番（上野武彦） 今の答弁で、アリーナを

建てたからといって、町の経済が活性化するわけ

でもない、そういうことも考えているわけでもな

いという答弁だったと思います。 

 そういう状況の中で、このような、３９億５,

０００万円の事業を実施して、年間、先ほど私が

計算した範囲では、維持管理のために１億３,０

００万円近くをずっとかけなければ維持できない

と、そういう施設になっていくということなので

す。 

 今、町の職員が管理している範囲であれば、そ

の４分の１で済むわけです。それが４倍とか、そ

して町の職員を首を切るわけではなければ、さら

にその町の職員を雇い続けるということになりま

すと、今の５倍の維持管理費がかかるということ

で、年間１億５,０００万円近い維持費が、これ

からずっとかかっていくとなるわけです。 

 アリーナにすることによって、これだけお金を

かけなくてはならない、そういう事業はもう少し

考え直すべきではないかと思うのですが、その辺

について、再考する考えはないのか。全く、そう

いう事業としてやっていくということは、もう変

更する考えがないということなのか、その辺につ

いて最後にお伺いします。 

○議長（木下 敏） 暫時休憩します。 

 ２時１５分再開します。 

午後 ２時０１分 休憩 

───────────── 

午後 ２時２０分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 ただいま、議会運営委員会から報告の旨がござ

いますので、議会運営委員長の報告を求めます。 

中川委員長。 

○議会運営委員長（中川友規） 休憩中に議会運
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営委員会を開催し、本日の議事運営について協議

を行いました。 

 本日の本会議開催前に、町理事者より、本日の

会議閉会後に、道の駅浄化槽適正化に関する調査

特別委員会を開催してほしい旨の申入れがありま

した。 

 本日は、上野議員の一般質問が終了後、本会議

を散会することに決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（木下 敏） 以上で、議会運営委員会の

報告を終わります。 

 引き続き、一般質問を続けます。 

 上野武彦議員の質問に対する答弁より入りま

す。 

 教育総務課長。 

○教育総務課長（磯場嘉和） それでは、私のほ

うから答弁してまいりたいと思います。 

 まず、アリーナという言葉についてですけれど

も、隣の市のほうでアリーナという大きい体育の

施設がございますけれども、あくまで七飯町で目

指しているものは、今の体育館とほぼほぼ同じ機

能、それに防災機能、ランニングデッキ、こうい

うものをつけたものという形で、決して観客席が

たくさんあるような、本当のアリーナというもの

を想定しているものではないというところを、ま

ずは御理解いただきたいと思います。 

 その上で、先ほど維持管理費のお話がございま

したので、その辺についても御説明したいと思い

ます。 

 こちら、整備の検討委員会の中で資料として提

出されているものを、上野議員も御覧になっての

お話だと思いますので、そちらに基づいてお話し

したいと思いますが、ランニングコストというこ

とで、６０年間、体育館を使った場合の経費とい

うことで、７７億９,５００万円、これを概算で

出しております。これは出し方というものは、同

様の施設を実績によって、面積で単純に按分して

出したというところでございます。 

 内訳としましては、光熱水費に６億７,９００

万、６０年間です。それから維持管理修繕という

ことで６６億５,８００万円。これについては通

常の維持管理費のほかに、１５年、３０年、４５

年、このスパンで大規模修繕、中規模修繕、これ

を行っていくと。その考え方については、１５年

で中規模、３０年で大規模、それから４５年でま

た中規模という形で、６０年間もたせた場合とい

う試算でございます。それの経費の出し方につい

ても、建設費の中規模であれば２５％、それから

大規模であれば建設費の７５％という形で単純に

数字を掛け合わせた形になってございます。 

 また、さらに６０年後の解体費ということで、

４億５,８００万円、これを全部含めて、７７億

９,５００万円という試算をしているところでご

ざいます。 

 これ、あくまで机上の数値になりますので、こ

れが本当に６０年後、同じ数値になるのかという

ことはまた別なのですけれども、あくまで今現在

でお示ししているランニングコストという話で、

こういう数値をお示しして、検討委員会でお話し

しているというところでございます。 

 以上でございます。 

  ─────────────────── 

散 会 の 議 決 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） この際、お諮りいたしま

す。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、散会いたした

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議はこの程度にとどめ、散会

することに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

散 会 宣 告 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 本日は、これをもって散会

いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後 ２時２４分 散会 
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